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会議に付した事件 

 日程第１           一 般 質 問 

  １．林   博 文     (1) 福祉行政について 

                (2) 一般行政について 

 

  ２．大 山 勝 代     (1) 男女共同参画社会の実現について 
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                (3) 基山町史編さんについて 
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                (2) 環境問題について 

                (3) 公害問題について 
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～午前９時31分 開議～ 

○議長（酒井恵明君） 

 ただいまの出席議員数13名で、定足数に達しております。本日の会議は成立いたしました。 

 これより直ちに開議いたします。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（酒井恵明君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 一般質問の順位は、受け付け順位といたします。 

 初めに、林博文議員の一般質問を行います。林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。８番議員の林博文でございます。 

 今期、一般質問２日目に当たりまして、通告をいたしておりました質問事項２項目につい

てさせていただきます。 

 今年４月から新しい制度として導入されました75歳以上の高齢者を対象とする公的医療保

険の後期高齢者医療制度、これはまた長寿医療制度とも言われております。この制度と森林

保全のための森林環境税について質問をさせていただきます。また、それに関連した基山町

の林業の実態についてお聞きをいたします。 

 それでは、質問事項１の福祉行政についての質問ですが、後期高齢者、長寿医療について

でございます。 

 この制度は今年４月から75歳以上を対象に新しい仕組みで始まりまして、この制度への加

入者は約８割が国民健康保険、国保からの移る人たちで、保険料は原則年金からの天引きで

あります。金額の増減は人や地域によってさまざまでありますが、これまで扶養家族だった

人も新たに保険料を納める必要があります。この保険料に対しましても現在いろいろ制度の

複雑化、凍結や軽減策を打ち出して本当に中身がどうかなというような複雑でわかりにくい

この制度がスタートいたしたわけでございます。多くの人がこの制度については戸惑われ、

苦情の問い合わせも相当県なり県の連合のほうなり基山町の窓口にもあったんではないかと

思います。いまだ改善策やまた見直し制度があってはおりますが、この件についてそれぞれ

の私の質問事項についてひとつ御答弁のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、早速質問をさせていただきます。 
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 (1)の後期高齢者長寿医療制度についてであります。 

 アの後期高齢者医療制度の運営と仕組みについてはどうなっているのですかということで

す。 

 イの当町でのこの制度の対象者数はと。 

 ウの75歳以上の高齢者の医療費は大体どれぐらいかかる試算をされているのですかという

ことで、ことしの４月から佐賀県連合でも多分試算もしてあるし、基山町でもイの対象者の

人数に対して、また総額から出せば出るんじゃないかと思っております。 

 エの全市町村が加入する広域連合への町の負担金は何を基準に支払われておられますかと

いうことです。これには相当な費用がかかったと思いますが、立ち上げの費用なり、また②

の今後の町の負担金、③の派遣職員、これはまたこの派遣職員も市なり町なりの、または人

口なり、医療費の給付の関係の金額に応じても多分派遣職員の数も違うんじゃないかという

ふうに思っておるところです。 

 オの対象者の老人保健制度の割合と人員はということで、①の国民健康保険の加入者、ま

た②の被保険者の数と、割合と人数ということでよろしくお願いしたいと思います。 

 カの町では今年４月15日から保険料を年金から差し引かれ支払われておりますが、平均的

保険料と人員はということで例を挙げていただいて、①の夫婦75歳世帯のところと単身の１

人の世帯というふうなことで例を挙げていただきたいということでお願いします。 

 キの被保険者証の未着は当町ではなかったかということでございます。 

 クの自営業の被保険者の保険料均等割についてですが、世帯主によって金額がこれは大き

く違っておるわけですが、これは家庭内の子供と老人とのきずなとか、そういうなのも心配

しておるところですが、その内容について説明をしていただきたいと思います。 

 ケの町は各区の老人クラブ等へ、ほかの市町村は町のほうから出向いて、また市のほうか

ら出向いて相当な回数、この件についてはいろんな老人の問い合わせ等もあって、出前講座

なりで出ておられると思いますが、十分な説明が町はなされてきたのかということでござい

ます。 

 コの各自治体へ75歳以上の後期高齢者には人間ドックの補助が打ち切られたと聞くが、当

町の場合はどうなっていますかということでございます。これは国民健康保険の関係もあっ

たかと思いますが、ほかの市町さんでは佐賀県でもなされておったところもあるようです。 

 サのこの制度の後期高齢者終末期相談支援料はどんな内容のものですかということです。 
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 シの75歳以上で病院などで支払う医療費が１割負担と３割負担となっているが、その内容

と現役並みの所得のある人とは、ひとつ例を挙げて説明をお願いしたいと思います。 

 それから、このスについては基山町も４月から下の１階のほうで課長なり、またこの相談

なり、いろんな面で基山町もちょうど機構改革がありまして、課の場所とか、そういうなの

とあわせていろんな制度のこれに対する苦情等の問い合わせが殺到したかと思いますが、そ

の基山町での内容と電話等なり、また問い合わせ、また確認されたと思いますが、内容と件

数、その対応はどうされたかということをお聞きしたいと思います。 

 以上が後期高齢者のものでございます。 

 次に、質問事項２の一般行政についてでございますが、(1)の森林環境税についてでござ

います。 

 これもまた今年４月から導入されました新しい制度の税徴収であります。事業がそれぞれ

にこの税を使って取り組まれるわけですが、森林は本当に土砂崩れを防ぎ、また二酸化炭素

を吸収して、今問題になっております地球温暖化を防止するなど、本当に環境を守り、私た

ちの暮らしを守るという大切な役割を果たしてくれております。 

 森林環境税が導入されまして、森林保全のためにひとつこの税が有効に活用してもらうた

めにもここでちょっと質問をさせていただきたいと思います。御答弁のほう、よろしくお願

いしたいと思います。 

 (1)の森林環境税について、アですが、新たに今年４月から森林環境税が導入されました、

そのいきさつはということでございます。 

 イは、この税の使途内容と税の徴収方法はどうなっているのですかということです。 

 それと、ウのどのような事業を実施すれば基山町へ森林環境税が交付されるのですかと。

また、今年度の町はこの事業に対して幾らかでも事業を実施する計画があれば予算計上でも

してあれば教えていただきたいというふうに思っておるところです。 

 また、(2)の基山町における森林事業についてですが、基山町はもう御承知のように総面

積22.12・、西のほうの基肄城の尾根伝いに山並みがありまして、本当に緑豊かな自然に包

まれた町として森林による恩恵を十分に受けながら住みよい町として生活環境も整った町で

もあります。こういうのを踏まえまして基山町の森林事業についての今後のひとつ税の使い

道というような形でも質問したいということで上げさせていただきました。 

 アの当町の山林面積はと、また町全体の何％、総面積の、山林は占めるかということです。 
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 また、イで、今日まで杉、ヒノキの植栽が進められて――戦後です――本当に佐賀県も

66％の人工林があるわけですが――山林の中のです――ほとんどのところが杉、ヒノキの人

工林であります。その割合はどれくらいつかんでありますかということです。 

 ウの人工林のうち、間伐などで手が入れられずに荒廃の進んでいる面積は当町ではどれく

らいありますかということで、今後この森林環境税も含めたところで手入れがなされるんじ

ゃないかというふうにも思っておりますが、そういうなところからお願いしたいと。 

 そしてまた、町の管理でありますいろんな今後の台風による災害等の管理をどうされるか

ということを聞いていきたいというふうに思っておるところです。 

 エの５月31日時点で町所有の山林全体の面積は、またそのうちの人工林の面積はというこ

とで、特に基肄城整備の公有化面積も含めたところで説明をしていただいたらと、町の名義

になっておりますので。それと、昔からあった基山町の学校林なり、また今回６月議会にも

上げております（株）雄飛の面積は５月31日時点では入ってはないかと思いますが、その辺

についても聞いていきたいというふうに思っておるところです。 

 以上でこれで１回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 林議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の福祉行政についてでございます。 

 (1)後期高齢者医療制度についてということで、アのこの制度の運営と仕組みについてど

うなっているのかというお尋ねでございます。 

 運営は佐賀県高齢者医療広域連合で、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を

行います。なお、町の仕事は保険料の徴収及び窓口業務になります。 

 仕組みは、被保険者は75歳以上の方か一定の障害がある65歳以上の方のどちらかに当ては

まるすべての方、保険料は佐賀県同じ額で、均等割と所得割の合計額、個人単位で計算をさ

れます。患者負担は１割で、現役並み所得者は３割ということでございます。 

 財源構成につきましては、公費が５割、国が６分の４、県が６分の１、町が６分の１で、

残りの５割のうち、高齢者の保険料が１割、後期高齢者支援金４割で負担をいたします。 

 加入形態は、これまでの医療保険を脱退して広域連合が運営する後期高齢者医療保険制度
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に加入します。法的根拠は高齢者の医療確保に関する法律ということになります。 

 イの当町でのこの制度の対象者数はということですが、４月末現在で1,760名になってお

ります。 

 ウの75歳以上の高齢者の医療費はどのくらいかかるかの試算をしておるかということでご

ざいますが、医療費給付費総額90,435,932千円と、県全体の75歳以上の人口を10万2,268人

と見込んでおりますので、１人当たり884,300円になります。 

 エの全市町村が加入する広域連合への町の負担金は何を基準に支払っておるかということ

でございますが、まず１、立ち上げまでの費用、平成18年度は1,062千円で、平成19年度は

8,593千円です。合計で9,655千円になります。 

 ２の今後の町の負担金ということですが、今年度は9,947千円の見込みで、負担金の算定

基準は共通経費総額を均等割100分の10、人口割100分の45、高齢者人口割100分の45の割合

で算定をしております。今度もこの率で算定をされます。 

 ３の派遣職員数はということですが、本町からは１名でございます。 

 それから、オの老人保健制度の割合と人数はということですが、１の国民健康保険加入者

につきましては1,428名でございます。全体に占める割合は26％でございます。 

 それから、２の被用者保険者はということですが、302名です。割合は2.4％でございます。 

 それから、カの平均的保険料と人員は、例を挙げて夫婦75歳世帯それから単身世帯という

ことで示せということでございます。 

 夫婦75歳世帯は、夫が年金収入2,010千円、妻が年金収入790千円とした場合、夫の保険料

は所得割42,200円と均等割が37,900円で、合計81千円、妻は均等割のみでございますので、

37,900円となります。単身世帯の場合は、年金収入2,010千円と仮定をいたしますと、所得

割42,200円、均等割31,900円で合計81千円になります。なお、両方の例とも２割軽減の対象

になります。 

 キの被保険者証の未着は当町ではなかったかということでございますが、配達記録郵便の

ため、本人または同居する家族のサインが必要になり、そのための未着が５件ありましたが、

現在ではございません。 

 クの自営業等の被保険者の保険料均等額についてでございますが、軽減判定を行う場合、

世帯主と被保険者の所得を対象にするため状況によって均等割の軽減が７割、５割、２割に

なるためでございます。 
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 ケのこの制度の仕組み等の出前講座を行って十分な説明をしたかということでございます

が、５区、８区、11区、農業者年金受給者の団体に出前講座を行っております。 

 コの後期高齢者には人間ドックの補助が打ち切られたと聞くが、本町でどうなっておるか

ということでございますが、基山町は40歳から73歳までの３歳刻みの年齢を対象に行ってお

りまして、75歳以上については今までも行っておりません。 

 サのこの制度の後期高齢者終末相談支援料はどんな内容のものかということでございます

が、医師が一般的に認められる医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後

期高齢者の患者に対して、患者の同意を得た上で患者及びその家族などとともに、現在の病

状、今後予想される病状の変化等について説明をし、病状に基づく介護を含めた生活支援、

病状が急変した場合の延命治療等の実施希望、急変時の搬送の希望やその際の搬送先の医療

機関の連絡先等終末期の診療方針について話し合い、文書等に取りまとめる。また、入院患

者の診療方針については、患者及び家族等と話し合うことは日常の診療においても必要なこ

とであることから、特に連続して１時間以上にわたり話し合いを行った場合に限り医療機関

に支払われる診療報酬のことでございます。 

 シの１割負担と３割負担となっているが、その内容と現役並みの所得のある人とはという

御質問でございますが、同一世帯に住民税課税所得が1,450千円以上の70歳以上の方がいる

方で、かつ70歳以上の方の収入合計が２人以上で5,200千円以上、１人で3,830千円以上の方

でございます。 

 スの問い合わせが殺到したと思うが、内容と件数はということでございます。４月中旬ま

では１日平均13件で230件程度の件数がありましたが、それ以降は１日平均３件で５月末で

95件程度になっております。当初は制度に対する苦情が２から３割程度ありましたが、最近

は本人さんの保険料の内容についてのお問い合わせがほとんどであります。なかなか理解し

ていただけない場合がありますが、例を示して額を出したりして説明を行っております。 

 ２の一般行政についてでございます。 

 (1)森林環境税について、アの森林環境税が導入されたそのいきさつはということでござ

います。森林は水や空気をつくり出すとともに土砂災害や渇水、洪水を防ぐなど大切な役割

を果たしているところでございますが、近年輸入材の影響などにより木材価格の低迷が続き、

森林整備の担い手の減少により荒廃した森林がふえているところでございます。このままで

は森林の持つ大切な役割を果たせなくなり、安全・安心な住民生活が脅かされることとなり
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ます。そこで、荒廃した森林の機能を回復するため、森林を守り育てる意味から創設された

ものと思います。 

 イのこの税の使途内容と税の徴収方法はということでございますが、取り組み事業として

は森林の再生に重点的に取り組むとされています。内容といたしましては、要件はございま

すが、まず県による荒廃森林の再生、市町による公有林化事業、県民からの提案、公募事業、

県、市町、ＣＳＯ等による共同事業です。 

 税の徴収方法は、個人、法人とも対象になります。個人は県民税に上乗せする方式で、県

民税の均等割額１千円が500円上乗せされ、1,500円となります。法人は法人税均等割の５％

相当額となっております。 

 ウのどのような事業を実施すれば、基山町にこの森林環境税が交付されるのかと、ことし

の予算の金額は上げておるかということですが、町としての受け入れが考えられるのは、先

ほど申しました公有林化しかありません。事業を実施するための経費等の補助であり、現在

のところ町としては予算化はいたしておりません。 

 (2)の基山町の森林事業についてでございますが、アの当町の山林面積は、また何％かと

いうことでございます。イの今日まで人工林の割合は何％かということでございます。アと

イ、一緒に回答をさせていただきます。 

 森林面積は841ha、また町全体の約38％となっております。人工林の割合は約79.7％とな

っております。 

 ウの荒廃の進んでいる面積は当町ではどれくらいかということですが、これにつきまして

はちょっと把握はできておりません。 

 エの５月31日時点での町有林の山林全体の面積は、またそのうち人工林の面積はというお

尋ねですが、町有林の山林全体の面積は約70.4haであります。そのうち基肄城保存整備の公

有化面積は64.78haとなっております。また、人工林の面積でありますが、約９割近くが人

工林だと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 それでは、２回目の質問をさせていただきます。 
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 アの制度の運営と仕組みについての大まかなところは答弁の中でわかりましたが、なかな

か理解するに本当に複雑でわかりにくい制度のように見受けます。要は、この保険給付額の

半分を税金、約４割を現役世代の支援金、そして約１割を加入者本人の年金などから天引き

する保険料で賄う制度ということで説明を受けたわけですが、この保険料は都道府県ごとに

設定されております。佐賀県の広域連合保険料のほうで決定をなされておりますが、基山町

も関連しますので相当な問い合わせ等もあっておるかと思いますが、この保険料の賦課基準

と収納対策はどうなっておりますでしょうか。保険料の決まりなりそういうのがわかればよ

ろしくお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 保険料につきましては、均等割と所得割ということで賦課をさせていただきます。所得割

につきましては8.8％の保険料率でございます。それから、均等割につきましては47,400円

をいただくようになっておりますが、町長のほうからも御説明申し上げましたとおり、それ

には軽減の対象になられる方につきましては、７割、５割、２割の軽減がございますので、

その軽減の額を計算いたしまして賦課をさせていただくというものでございます。 

 そして、徴収につきましては、一応基山町で徴収をさせていただきまして、それを広域連

合のほうに全額納付という形でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 保険料の決まりについては今話されました均等割なり、また所得割の合計によるものが保

険料であると、１年間の保険料だということですが、確かに軽減率がずっとこうありまして、

今この低所得者に対する７割が９割までというようなところの協議もなされておるようです

が、これについての最高限度、例えば国民健康保険であればことし変更になりました560千

円が470千円に、また介護については90千円、高齢者の支援金については120千円ということ

ですが、この均等割については47,400円だと思いますが、所得割のほうで最高の頭打ちが決

まっておるんじゃないかと思いますが、その金額についてわかればお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 
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 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 保険料の限度額につきましては、均等割と所得割を合わせた合計額が500千円以上を超し

た場合につきましては、500千円までということになっております。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 確かに最高であります国民健康保険にしても基山町も所得が多い方がいらっしゃいますの

で680千円なり、またこの後期高齢者についても最高限度額の500千円というような方も多数

おられるんじゃないかと思います。いろいろ協議が今後、納付書が来るんじゃないかという

ことでどちら様も心配してあるんじゃないかと思います。 

 要は、次ですが、この制度が現在高齢社会の反発が強い、特に年金からの保険料天引きと

いうことで、現在この運用改善策として希望者は天引きをやめるかわりに本人や親族の口座

振りかえなどによる保険料納付を認めるようなことがなされておるようです。 

 徴収方法については各市町村で行わなければならないわけですが、これは新聞にも載って

おりましたが、それは各自治体での選択制ということのようでございますが、基山町の場合

はこの制度についてはどのように思ってあるものか、これは担当課長なり町長のほうでもい

いと思いますが、この制度については本当に今までここまで来て信頼性を損なうだけではな

く、誤った徴収につながるものであるというふうにも思っておりますし、今までのシステム

を踏んでおられましたこれから先の組みかえなり、また個人の調査、これは全部しなければ

ならないわけですが、そういうな莫大な費用、日数もかかると思いますが、その点について

基山町の考えは。 

○議長（酒井恵明君） 

 ちょっと待ってください、林議員。質問要旨に沿って、ずっと総括じゃなくてやってくだ

さい、一問一答でですね。（「はい」と呼ぶ者あり）健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 今御指摘の内容につきましては、まだ案という状態でございますので、私たちには直接ま

だそういう指示は来ておりません。当然そういうことになりますと、広域連合のほうで担当

課長会等ございまして、特に市町村の選択ということであれば、そういう動向あるいは考え
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方等も含めて会議があるものと思っておりますが、今のところまだそういう状況ではござい

ません。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 今の件については近々また会議等もあるんじゃないかというふうに思っておるところです。 

 それでは、次のイの当町でのこの制度の対象者はということで、現在４月末現在で国保か

らほとんどの方が、８割、９割ぐらいが1,760名になられたんじゃないかと思いますが、基

山町もそれの新興住宅が次から次へできまして、どこの市町村もですが、団塊の世代に向け

てこの制度の対象者はふえるばかりじゃないかと思いますが、基山町の場合、５年、10年、

15年先の対象者をどのように見てあるでしょうか。相当、医療費給付費が今後上がっていく

んじゃないかと思います。この人口に対しての対象者数の５年、10年、15年については確か

に死亡があったり、また転入なり転出なども数によって変わるんじゃないかと思いますが、

現在の人口密度からでようございますので、出していただければというふうに思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 今、５年、10年、15年先という御質問でございますが、一応総合計画では平成27年度まで

の人口予想ということで行っております。ですから、その関係での資料ということでお答え

させていただきたいと思いますが、2010年の平成22年につきましては、75歳以上につきまし

ては2,229名でございます。それから、最終年度27年度まで行っておりますので、2015年、

平成27年でございますけれども、これにつきましては75歳以上につきましては2,365名の人

数を予想いたしております。 

 それと、団塊の世代につきましては、当面平成26年度までにつきましては退職者医療制度

の加入を認めるということでございますので、26年までにつきましては退職者医療のほうで

対応をしていくということになっております。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 
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 確かに基山町もだんだん少子・高齢化が進みまして、この後期高齢者の対象者数もふえて

いくということで、全国的な統計から見ても2005年度は５人が１人が高齢者と、また2055年

には2.5人が１人が高齢者で、４人に１人が後期高齢者の社会が到来するということの統計

も出ておるようです。相当な医療費給付総額が今後ふえていくんじゃないかというふうに思

っておるところです。 

 次のウの75歳以上の高齢者の医療費はどれくらいかかる試算をされておりますかというこ

とで出しておりますが、確かにことしから特別会計ということで後期高齢者の特別会計の予

算等も一昨日ですか、説明があったわけですが、20年度の予算ペースで広域連合のほうでは

１人当たり大体884,300円になっておるようです。単純にこの計算から見れば、基山町の場

合も医療費給付額については884,300円にこの1,760名を掛ければ、１人当たりの医療給付と

いうような形で出てくるんじゃないかというふうに思っておりますが、その計算方法でいい

わけですか。そういうふうになりますと、1,556,368千円になると思いますが、それでよう

ございますか。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 この数字につきましては、佐賀県全体での広域連合が出した平均でございますので、一応

計算的にはうちの1,760名を掛けていただければ、その平均的な額が出ると思いますが、必

ずしも当町実際計算した場合についてそのようになるかというのは今のところまだはっきり

いたしておりません。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 要は、連合が出しておるこの884,300円というのは、私は基山の場合はいつも話題になっ

ております１人当たりの医療費というのはほかの市町村よりか高いほうじゃないかと思って

おります。それは皆さん方も御承知のように医療機関がやっぱり周りに便利がいいというこ

とで、例えば心臓手術をされた場合なんかはやっぱり5,000千円なり7,000千円なりなるわけ

でございまして、こういう医療関係については今後、基山のほうの平均、この広域連合が出

しておる884,300円よりか高くなる傾向があるんじゃないかというふうに思っておるところ
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です。 

 次のエの全市町村が加入する広域連合への町の負担金は何を基準に支払っているかという

ことでございますが、立ち上げまでの費用、これは政府については２年前から話があった中

で、それから準備をされたということで、基山町については9,655千円、また今後の町の負

担金については9,947千円の見込みということでそれぞれ上げておるようですが、要はこの

金額についてはいろんな試算があるわけでございます。 

 要は広域連合についての共通経費なり、またそれにかかわる内容等についてわかれば説明

していただきたいと思いますが、私の資料を持っている限りのところでは、共通経費の中に

は皆さん方も御承知のように議会費とか監査委員とか選挙費及び管理費なども含まれるわけ

です。 

 共通経費の算定方式は先ほど説明がありました100分の10なり、また高齢者人口割の100分

の45というような形の説明が先ほど町長のほうからありましたので、そういうふうになって

おるところでございますが、要はこの派遣職員の３番目については、私は各市町村でそれぞ

れ人口なり、また医療費の金額なり、場合によっては医療給付に要する費用、これにも定率

負担が12分の１あるわけですが、そういうのがあるわけで、派遣職員については何を基準に

出されたのかなと。１人ずつじゃないところも佐賀市なんかは相当対象者人員もあるかと思

いますが。 

 なぜこれを聞くかというと、この派遣職員の人件費については派遣元市町で一応支給をし

て、四半期ごとに広域連合から実質相当額を派遣元の市町村に返還してくるわけです。そう

いうなことを意味した中でちょっと聞いたわけです。そうすると、それと基山町のこの

9,947千円というようなことのこういうふうな内容についてもよければ説明をしていただき

たいと思います。その辺の派遣職員についての人員の割り当て、わかればお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 今、共通経費の負担金については、議員のほうからるる御説明ございましたが、内容につ

いてはそのとおりでございます。議会費あるいは監査委員費、主になりますものは一般管理

費でございまして、派遣職員の人件費等を含むということでございますが、これは今うちの

ほうから派遣をしております職員の基山町でのいわゆる人件費と、それをそのまま支給をす
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るということでございますので、そういう各市町から派遣されました職員の合計人件費とい

うものを合計したものを算定しているというところでございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 そういうことで、先ほど言いましたように四半期ごとに広域連合から実支給相当額を派遣

元の市町村へ返還していくということですが、そうなりますとこの9,940千円というのは職

員も大体40歳前後で約四、五百万円ということになるかと思いますが、その引かれた金額を

今年度の9,940千円というようなことで上げておられるわけですか。済いません、わかりま

せんかね。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 人件費相当分につきましては、時間外も含めまして町のほうへ戻ってくるという仕組みに

なっております。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 いいです。私が聞きたかったのは、今年度の予算が9,947千円の見込みだったので、それ

について職員の派遣分の分については返ってくるから、これが差し引かれた金額か、これに

上乗せせないかん金額かということがちょっと聞きたかったわけですが、ようございます、

はい。 

 それでは、時間の関係で次は数字はわかりましたので、次のカのほうに移らせていただき

たいと思います。 

 町では、今年４月15日から保険料を年金から差し引かれまして支払われた金額が平均的料

金と人員はということで例を挙げて説明をしていただいたわけです。夫婦75歳以上で２人と

も年金生活ということで、大体のこの75歳以上の世帯数は意外と２人で住まれたり、あるい

は１人で単身世帯の場合が意外とだんだん多くなっておるということで、大変年金から差し

引かれる保険料というのがいろいろ問い合わせもっておるようです。 
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 この件については、いろんな低所得者層ほど負担増があったということで、新聞にも何回

でも載っておりますが、もしよろしければこの保険料の低所得者層ほど負担増になっておっ

たというようなことに新聞でも何回でも出、報道もされて、これについてはまた９割なり、

または軽減措置があるというようなことも聞いておりますが、これはどうなっておりました

でしょうか。基山についてもこういう問い合わせ等もあったと思いますが、よかったらこの

件について説明をお願いしたいと思いますが。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 ただいまの質問でございますけれども、一応基山町には調査が上がってきております。た

だ、これにつきましてはあくまでもモデルの世帯での対比ということでございますので、あ

らかじめお断りをしたいと思います。それと、夫婦世帯につきましては、妻の収入は

1,530千円以下、いわゆるかからないと、1,200千円を引いて基礎控除330千円をまた引けば

０円ということでございますんで、そういう条件と資産全部を夫が持っておって夫の収入が

変化して計算するという前提でございますので、あらかじめ御了承をお願いしたいと思いま

す。 

 まず、単身世帯75歳以上につきましては、従前の国民健康保険税と今回の後期高齢の保険

料を比べますと、まず年金が790千円程度の方につきましては、21.5％の減ということにな

っております。それから、年金4,000千円程度の方につきましては、14％の減ということで

なっております。 

 ただ、夫婦世帯、こういう世帯になりますと、今御指摘のとおり例えば夫婦世帯、両方と

も75歳以上の方につきましては、夫の年金が790千円程度の場合は約９％のアップというこ

とになっております。それから、夫の年金が2,010千円の場合につきましては、0.5％の増と。

逆に年金4,000千円をもらってある世帯につきましては6.2％の減ということになっておりま

す。 

 それから、夫婦世帯75歳以上の夫で妻が75歳未満というところになりますと、夫の年金は

790千円の場合につきましては4.6％の増、夫の年金が4,000千円程度の方につきましては逆

に7.5％の減ということになっておりますので、基山町につきましてモデルで計算をいたし

ますと、議員御指摘のとおり年金が低い方については結果的にはアップにつながって、結構
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もらってあられる方につきましては下がっているという結果になっております。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 わかりました。この年金からの差し引きについては、いろんなまた今後問い合わせなり、

また軽減なり、また凍結の期間等もあっておるようですので、十分な説明をしながらひとつ

基山町の場合は窓口業務として、していただきたいというふうに思っておるところです。 

 次のキの被保険者証の未着は当町ではなかったかということですが、これについては佐賀

県の統計を見てみますと、本当に大きな数字が出ておるわけです。基山町については幸いこ

れは配達証明というような配達記録郵便のため本人とか留守とかそういうなところがあった

かというふうにも思っておりますが、意外と話を聞いてみますと一応受け取ったのは受け取

ったけども、高齢者の方はやはり説明を郵便局からもらうときにされたんじゃないかと思い

ますが、封をあけないで捨てたり、またはなくされたり、そういうな例があったということ

で、佐賀県でも現在の時点でもやはり7,500件近くまだ整理がついてないというようなこと

で、再発行に向けてまた整理をされておるということでございます。 

 基山町の場合は再発行、なくされたり、そういうような紛失されたり、またされたんじゃ

ないかというふうには思っておりますが、現在のところは全戸被保険者証は渡ったというこ

とでございます。再発行をされた枚数とかなんかがわかればひとつ教えていただきたい。 

 それと関連して、この制度は国民健康保険から引き継がれて前年度の所得に対しての保険

料の被保険者証ですが、この時点でもやっぱり４月１日で75歳以上の人でも保険料を延滞し

た人、それには郵送で短期被保険者証なり、また１年以上ですか、保険料を払わなかった人

については被保険者証を返還していただいて資格証明書が交付されたと思いますが、その件

数等もわかれば、３つお願いしたいと思います。再発行の枚数なり、また短期被保険者証な

り、資格証明書、わかればお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 申しわけありませんが、再発行につきましては今ちょっと手元に資料を持っておりません。

短期、長期のその状況につきましては、今のところまだ保険料が未納という状況には出てき
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ておりませんので、当然行っておりませんが、各自治体、そういう形で必ず行うということ

で行くかということを今協議をいたしておりますので、今のところはまだはっきりいたして

おりません。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員、私が言うまでもございませんが、自分の意見は言わなくていいから端的に質問し

てください。時間がございません。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 はい、わかりました。 

 それじゃあ、ちょっとスピードを上げて言います。 

 次のクの自営業の被保険者証の均等割についてですが、これは例えば自営業を家でされて

おるところの方についての、本当に知らないままでいけば47,400円、場合によっちゃあ世帯

主の場合、自営業の子供が同居する場合は14,200円でいいわけですが、こういうふうな制度

の内容については町はどのような形で、世帯主によって大きく均等割なんかが違うわけです

が、説明をされておるのか、ちょっとその辺についてお聞きをいたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 ７割、５割、２割の軽減につきましては、当然世帯主も含めての所得ということになって

おりますので、自営業者にかかわらず、例えば息子さんの世帯主になってあるところにつき

ましては、息子さんが例えば会社員であってもそれなりの所得があれば軽減がきかないとい

うことでございますので、世帯主の状況によりまして７割、５割、２割がきくかどうかとい

う形でそれぞれ変わってくるというものでございます。 

 あと、その状況、そういう７割、５割、２割の方の対象になられた方につきましては、う

ちのほうで職権でそれは公示をいたしまして通知をさせていただくということでやらせてい

ただいております。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 次のケですが、少し飛ばしますが、本当にこの医療制度についてほかの市町村はやっぱり
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75歳以上の人がちょっと心配され不安でもあったということで出前講座を１年前からずっと

しておったということで、この５区、８区、11区、農業者年金受給者、これらの団体に出前

講座をされたということで説明を先ほど受けましたが、これは町から自主的に出向いてされ

たのでしょうか、区から来てくれというようなことでとか、また11区とかの要望があって行

かれたのですか。やっぱり私は町の姿勢を伺いますが、いかがですか。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 今まで出前講座で説明をさせていただきましたところにつきましては、相手の方の依頼に

よりまして出向いております。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 私はどこの区もやっぱり老人クラブが各誕生会とかいろんな面で、６区の場合は毎月３日

ですが、70名近くの方が寄っておられるようですので、そういうなとこにでも出向いてやっ

ぱり町の説明がしてほしかったなと、各区でもそういうなのがあっておるんじゃないかとい

うに思っておるところです。 

 次のコの人間ドックについては、それは飛ばさせていただきます。これはほかの市町村も

やっぱり75歳以上でもされておるところがあるし、今回はまた基山町の場合はしてなかった

ということでございます。 

 それと次は、高齢者の終末期相談支援料につきましては、いろいろ家族の方なり延命措置

の中止を強制されるような形の措置というな形で批判も相当あっておるようですので、将来

は私はこれは１回２千円の算定で医療機関に払われるわけですが、廃止になるんじゃないか

なというふうに思っておるところです。 

 次に、シの75歳以上で病院などで支払いを１割負担、２割負担というようなこと、３割負

担というふうなことでやっておりますが、やはり所得が多い人は払っていかなければいけな

いというふうなことで、わかりました。 

 スの４月よりこの制度開始で窓口及び電話等で問い合わせが殺到したと思うが、内容と件

数は、その対応はどうしたかということですが、確かに基山は町村では一番多い230件と、
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今でも幾らかあっておるんじゃないかと思いますが、佐賀県の統計なり、また佐賀市内の統

計は10人ぐらいかかっても対応し切れなかったということ、１日でですよ、そういうな統計

も出て、いろんなこの制度についての苦情なりが出ておるようです。 

 今後についてはひとつこの医療制度については、基山町の場合は窓口業務としての保険料

の徴収なり、また申請や届け出の受け付けなり、被保険者証の引き渡し、そういうなのの仕

事が窓口でされますので、一応頑張って高齢者の方に不安を投げかけないようなひとつ仕事

をしていただければというふうに思っております。 

 ちょっと時間がありませんので、森林環境税については今後、私も森林組合の役員をして

おりますので大体森林環境税については勉強会も相当行かせていただきました。要は、私は

基山町が所有しておる今の山林、今まで学校林もあったし、特に基肄城関係、そういうふう

な平成７年から公有化がなされておったわけですが、１回ぐらい山を見て回って、台風など

の被害によってその間伐なり、そういうのをされる体制をとられたのか、今回の環境税につ

いての関連もありますが、ひとつ答弁をお願いいたします。基山町の所有の……。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。わかったでしょう問いは。（「回ったか、ちょっと、町有林を」と呼ぶ者

あり） 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 それでは、私のほうから今町有林を回ったかということでございますが、私のほうは林業

担当ですけども、町有林全域は回っておりません。ただ、今まで県の造林事業の中で対応で

きるもの、結局間伐とか、下草刈りとか、そういうものを今までやってきております。 

 そういうことで終わります。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 要は、私はこの環境税については全国でもほぼ半数の都道府県が導入をされております。

また、佐賀県でも相当荒廃した森林がありますし、やっぱり高齢化が進んでなかなかその山

林のほうに手が入れてないというようなことで、今回の環境税でそういうふうな森林の間伐

なり手入れなりをしていくということの活用方法ですが。 

 要はこの中で一つ森林環境税について４つについて新しい事業に使われるということで先



- 153 - 

ほど町長からも県による荒廃森林の再生なり、市町により公有林化、また県民の皆さんから

の提案公募集、２の市町による公有林化で、条件があれば今回の雄飛の今月上がっておりま

す取得費、そういうなのにもこれは内容は２分の１ですが、そういうのが申請をすれば来る

わけですか、ちょっとその辺。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。（「申請しとらにゃあ、そういうこと」「今から申請してもよかですよ」

と呼ぶ者あり） 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 それでは、今のお尋ねの件でございますけども、現在県の森林整備課のほうと協議をして

おります。前向きにしていただくようにお願いをしております。まだ結論は出ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 町も基肄城の公有化なり、また学校林なり、今回の雄飛の山林なり、相当な面積が先ほど

から80町近くあるようになってくるわけですが、私はやっぱりこういうふうな税を十分使っ

てもらって、先ほど言われました県民の皆さんからの提案公募による事業でしていただいた

らということで、例えば基山にきびっとの杜とか、例えばかいろうとか、あるいは城戸には

生産森林組合があるわけですが、そういうふうな人たちの団体のグループがこういうな作業

にされた場合は、公募提案制等でされるというふうなことでお聞きをいたしておりますが、

その内容がわかればひとつちょっと説明をお願いしたいと思いますが。荒廃した森林の活動、

今募集をされておると思いますが、わかりますか。 

○議長（酒井恵明君） 

 どういう事業にするという公募をですか。（「はい」と呼ぶ者あり）農林環境課長。 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 それでは、私のほうからお答え申し上げますけども、今御質問の中にありましたＣＳＯと

かＮＰＯ法人がやる場合は企画立案、みずから実践する荒廃森林の再生につながる森づくり

と、これをこの森づくり活動に対する経費を支援するということになってます。 

 そういうことで、ＮＰＯ法人とかボランティア団体、自治会、それから企業の労働組合と
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か、こういうところが活動する場合に経費を助成しましょうということで、内容的にはその

経費でございますが、苗木、肥料、支柱、講師謝金とか旅費、それから機械の借り上げ、そ

ういうものを出してます。それからあわせて森づくりの活動ＰＲというような経費について

も出すということになってます。 

 それから、要件でございますけども、水源地や人家、それから公共施設の上部に位置する

荒廃した森林で、自主的に活動することというようなことで、１団体当たり年間2,000千円

以内を助成をするということで、ことしから５年間です。そういうことで今年度については

６団体程度を考えているようでございます。 

 以上です。 

○議長（酒井恵明君） 

 林議員。 

○８番（林 博文君）（登壇） 

 わかりました。ちょっともう時間がありませんので、これで終わります。どうもありがと

うございました。 

○議長（酒井恵明君） 

 以上で林博文議員の一般質問を終わります。 

 ここで、10時50分まで休憩いたします。 

～午前10時41分 休憩～ 

～午前10時51分 再開～ 

○議長（酒井恵明君） 

 再開し、続いて大山勝代議員の一般質問を行います。大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 １番議員の大山勝代です。よろしくお願いします。 

 １つ目の柱は、男女共同参画社会の実現についてです。 

 先日、区長さん17人と町会議員13人との懇談会がありました。年に１回の情報交換の場で、

とても有意義な集まりでした。計30名です。そこで、改めて思いましたが、女性は私一人で

す。男女の割合にしますと97対３です。3.3％ということです。私としては正直言って、居

心地はどうかと言われると余りよくありませんと言わざるを得ません。もっとこの場に女性

が多くいて、男女まざった風景がこういう形であるといいなと思いました。ということは、
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もっと区長さんや区長代理の方、そして町会議員になる女性がこの基山町で多くてもいいの

ではないかということです。 

 さて、本題に入りますが、歴史的に見たとき、昔々は母系社会でした。そして、時代がさ

かのぼって以来、男性社会の中で女性は一歩下がって家を守るという立場で生きてきたと思

います。そして今日、依然として女性差別の世の中が続いているのではないでしょうか。 

 例えば、同じ仕事をしていても男女の給料の差が依然としてある。７割程度――一般的に

は――と言われてます。子育てのために仕事を持った人たちが両立できなくて退職をせざる

を得ないという人がやっぱり女性に大多数。また、家事労働を見たときに例えば共働きなの

にやはり家事労働は女性にたくさんかかってきている。そして、介護とかそういうものが多

く肩にのしかかってきて、そして今大きく問題になっているのは配偶者からの暴力、それは

大きな女性差別だと思います。しかし、21世紀の今、それは見方を変えればいびつな社会だ

ということができるのではないでしょうか。世界的な流れはもっと女性の能力を引き出して、

社会発展の道筋を明確に示していると思います。 

 そこで、第１の質問ですが、男女共同参画社会の理念と世界国内、佐賀県の今までの歩み

がどこまで進んでいるのか示してください。 

 ２番です。 

 第４次総合計画の中に、詳しく男女共同参画社会の実現に向けての目次があるのかと思い

ましたが、探しましたが残念ですがありませんでした。本文の中の36ページに、すべての人

が尊重されるまちづくりという項目の中の数行書かれているだけです。つくられたそのとき

の男女共同参画社会の実現に対する論議はどのようなものだったのか知りたいと思います。 

 そして、そこで基山町の策定計画は今どこまで進んでいるのでしょうか、お尋ねします。 

 冒頭に区長、議員などの比率が97対３と言いましたけども、基山町の役場職員の管理職、

それから各種審議会、委員会などの女性の任用状況は実際の数はどうでしょうか、示してく

ださい。 

 最後ですが、共同参画社会の実現というときに、男女お互いの特性を生かしながらそれぞ

れが協力し社会の発展に貢献していくという道筋を持つときに、もう二つの大きな改善点が

特に重要だと思います。 

 その一つは、男性の家事労働の負担についてです。佐賀県は特にこの負担が少ないという

ことで統計に出ています。もう一つは男女間の暴力をなくすということです。男女共同参画
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の実現に向けての執行部への私の質問は今回限りということではなくて、今後も息長くその

実現のために私も微力ながら努力をしていかなければいけない課題だと思っています。 

 そこで最後に、配偶者暴力防止法――いわゆるＤＶ防止法です――そのことについてお尋

ねします。役場にそういう相談があったとき、どのように対応されているのか、教えてくだ

さい。 

 大きな柱の２つ目です。 

 ４月から機構改革で役場の課が再編されています。こども課開設は子育て世代の若い人た

ちへの大きな応援団だと思います。そこで、詳しく業務内容を知りたいと思います。条例に

は６項あります。そして、編成表を見ますと５人の職員で仕事をされていますが、それで十

分なのでしょうか、人員が足りないということはないのでしょうか。 

 ４、５月と２カ月たちました。この間、どういう用件で窓口に町民の方が訪れたのか、大

まかなところで教えてください。 

 ３番目は、さてそのこども課の窓口に訪れやすい環境は整っていると思われますか、どう

でしょうか。 

 子育て支援事業が４つの機関であっていると思います。こども課とそれから教育学習課、

それから保健センター、交流広場です。そのたくさんある事業が、ある程度町民にわかりや

すく統一されればいいと思っているのですが、その関連の事業を示してください。 

 知り合いの子育て中のお母さん数人とお話をする機会がありました。近辺の市や町に比べ

て基山はとてもいい、子育てしやすいということを何人もの方から聞きました。それはやは

り就学前までの医療費の無料だと思います。しかし、そこで満足するのではなくて、私は通

院も６年生まで無料に求めようとけしかけました。そして、ほかの要望を聞きますと、やっ

ぱり児童館があってほしいよねとか、学童保育の学年延長、自分の子供はもう中学生になっ

たけども、あのとき４年生、５年生まで延長できたら私は安心して仕事に出かけられたのに

っていうようなことです。 

 そして、子育て関連の施設が親子で歩いていける範囲に近くあればいいということでした。

イメージとしては、例えば保健センターで子供の健診を受けさせて、そしてそのそばにある

図書館に行って児童関係の絵本を探す。で、交流広場に行って、他のお母さん方と子供を見

守りながら談笑できる、そういうイメージではないでしょうか。 

 基山町が子育て支援の充実に頑張っている町だと胸を張って言えるようにするためには、
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どうしてもやはりハード面での施設の充実が不可欠だと思います。私は図書館が早くできる

ことを期待してますが、それと同時に児童館の建設もぜひ実現してほしいと思っています。

建てるお考えはありますか、お教えください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、大山議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、大きな１の(1)男女共同参画社会の理念と推進の歩みについて述べてということで

ございます。基本理念については、まず第１に男女の個人としての尊厳が重んじられること。

男女が性別による差別的取り扱いを受けないこと。男女が個人として能力を発揮する機会確

保がされることなどを旨として行わなければならないということでございます。 

 それから第２に、社会における制度または慣行が、男女の社会における活動の選択に対し

及ぼす影響をできる限り中立なものとするような配慮がなされなければいけないということ。 

 第３番目に、政策または民間の団体における方針の立案、及び決定への共同参画する機会

の確保ということ。 

 ４番目に、家族を構成する男女が家事、育児、介護、その他家庭生活における活動につい

てその役割を円滑に果たし、かつ家庭生活以外の活動を行うことができるように配慮されな

ければならないと。 

 第５番目に、男女共同参画社会の形成は国際社会における取り組みと密接な関係を有して

いることを考慮して行わなければならないと。 

 推進の歩みについては、昭和21年に制定された日本国憲法に基づき、個人の尊厳と法のも

との平等がうたわれ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが国際社会における取り

組みとも連動しつつ着実に進められてきました。 

 国連の提唱により昭和50年メキシコシティで第１回国際婦人年世界会議が開催され、世界

行動計画が採択されました。これに基づき、我が国は昭和52年に国内行動計画を策定しまし

た。 

 昭和54年国連総会において、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約が採択

され、この条約を昭和60年に批准しました。その後、平成11年６月に男女共同参画社会基本
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法が公布施行されて今日に至っております。 

 佐賀県におきましては、平成13年３月に佐賀県男女共同参画基本計画を策定し、10月には

佐賀県男女共同参画推進条例を制定しております。 

 (2)の本町での第４次総合計画策定時における男女共同参画社会についての論議の経過を

知りたいということでございます。今まで広報、チラシ等で啓発活動を行ってきました。し

かし、基山町の男女共同参画の推進はおくれているとの認識に立ち、今後男女共同参画社会

の形成に関する基本理念を示すため、第一歩として男女共同参画委員会を設置していかなけ

ればならないとの結論に達しました。 

 (3)の本町の男女共同参画社会に関する計画策定はどこまで進んでおるのかということで

ございます。今後、男女共同参画推進プランを策定するための委員会を設置し、その中でア

ンケート内容の検討、調査の実施、集計、推進プランの検討等を行っていき、提言をしてい

ただくような予定をいたしております。 

 (4)の本町の女性の任用状況を示してほしいということでございます。役場管理職にはお

りません。それから、地方自治法第202条の３に基づく審議会等には28人いらっしゃいます。

それから、女性委員の比率は15.1％でございます。 

 次に、地方自治法180条の５に基づく委員会等には３名いらっしゃいます。女性委員の比

率は10.3％となっております。 

 (5)の配偶者暴力防止法、いわゆるＤＶ法の役場への相談者の対応と町民への周知徹底の

点であってはどう扱っているかということでございますけども、近年ＤＶの被害者が増加し

社会問題化しているため、計画策定の際には位置づけを検討しなければと考えております。

今まで相談者につきましては、県の関係機関とも連携しながら対応をしていきます。今後そ

ういうことで対応していきたいというふうに思っております。 

 ２の新設されたこども課の現状と充実についてということでございます。 

 (1)こども課の業務の内容を知りたいということでございますので、こども課の事業分掌

は基山町課制条例に６項目上がっておりますが、もう少し詳しく言いますと、基山保育園関

係については、保育園の入所申請、保育料の収納関係のほか指導監督、補助金、ヒアリング、

児童手当、児童扶養手当に関する受け付け、支払い事務、それから学童保育関係については、

ひまわり、コスモス教室、子どもの居場所づくり事業、母子、父子福祉に関する相談事務、

ひとり親家庭等医療費、乳幼児医療費助成に関する申請、受け付け及び支払い事務、幼稚園
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就園奨励金補助申請受け付け、支払い事務、小規模児童遊園地に関すること等となっており

ます。 

 (2)の相談窓口に訪れた町民の用件はどんなものでしたかということですが、現在のとこ

ろ、通常の業務関係として保育所入所関係、学童保育関係、乳幼児医療関係、児童手当関係

がほとんどでございます。 

 (3)町民が相談窓口に訪れやすい環境は整っているのかということでございますが、町民

の方に対して相談事や事務受け付け説明など、できるだけ気持ちよく来庁していただけるよ

う職員としての意識を持って対応をさせていただいております。 

 施設面では、こども課だけ独立した部屋や建物ではないため、特別な措置は行っておりま

せんが、現在ベビーベッドの設置と１階フロア共有で相談室を２カ所設置しております。 

 また、保健センター、子育て交流広場等で行っているディスプレー等ポスターや幼児向け

のキャラクターの張り物は庁舎全体の管理上、制限させていただいているところでございま

す。 

 (4)子育て支援関連の事業について提示してほしいということでございます。こども課、

学校教育課、保健センター、子育て交流広場ということでございますが、こども課について

は先ほど(1)でお答えした内容でございます。 

 それから、教育委員会関係については、図書館のブックスタート事業ということです。 

 保健センターにつきましては、母子健康手帳の交付、妊婦健診、年齢に応じた各種育児教

室、各年齢ごとの健康診断、予防接種相談事業、母子福祉推進員関係と。 

 それから、子育て交流広場につきましては、社会福祉協議会への委託事業として実施して

おりますが、子育てに関する相談事業、交流事業として対象年齢に応じた親子遊びやプレー

ルームの開放、情報提供ときやまっ子だよりの発行等でございますが、それから育児サーク

ル支援事業、育児サポートセンターの設置、託児等を行っております。 

 (5)の子育て支援の充実のために児童館がぜひ必要だと思うが、早期に建設する考えはあ

るかというお尋ねでございますが、御指摘のとおり児童館は子育て支援関係の充実に、その

中核となる施設として大変重要な位置づけにあるという認識は持っておりますが、現段階で

は図書館建設と同じく財政的や建設場所等の問題もございまして、今後の課題とさせていた

だきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 ここに佐賀県がつくった共同参画さがプラン2010というのがあります。先ほど述べられた

性別による差別的取り扱いを受けないことの理念で、ここに書かれていない平成20年１月か

らの法律の一部改正で施行されていますが、そのことについてのちょっと詳しい説明がわか

りますでしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 今の問題ですけど、申しわけございません。平成20年度の改正でございますか。申しわけ

ございません、私ちょっとまだそこら辺は把握しておりません。申しわけございません。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 資料にはそちらにあるのですけども、後でお渡ししたいと思います。 

 これをやっぱり町民の方に保護命令制度の充実が強く打ち出されていますので、それを住

民の方に周知徹底されていくっていうのが大事ではないかと思って質問に入れました。 

 次です。 

 そのＤＶ防止法については５項目めで再度質問させていただきます。 

 先ほど町長が計画の策定についておくれているという認識の上に立ち、そして委員会を設

置しなければならないと言われましたけども、委員会設置の前に役場内でどういう論議がな

されたのでしょうか。必要性を強く感じられているのか、その辺はもう上から言うので仕方

ないみたいな感覚なのか教えてください。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 町長がお答えしましたように、おくれているという認識は非常に持っております。佐賀県

が全国でどういう状況というのはちょっと私もあれですけれども、市あたりはかなり進んで
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おります。ただ、町村においては、まだ白石町ですか、あそこは進んでおりますけども、他

市町村はほとんどまだ進んでいないような状況です。ただ、他町が進んでいないからやらな

いということではなく、やはり基山町はおくれていると、だから一挙にはできないけれども

徐々にやはり男女共同参画というのは社会に向けての基山町の施策等は今後やっていかなく

てはならないという議論がなっております。 

 ただ、それが早急にできるかどうかちゅうのはちょっと私も疑問で、徐々にあれですけど

も着実に一歩ずつ進んでいきたいと思っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 よろしくお願いします。 

 先ほど言われましたように白石町だけです。10市10町ありますけども、７市がある程度で

きて、それから町は白石町だけです。ここに資料があって、基山町を見ていると、懇話会な

どについては平成20年度設置に向けて検討中。それから、具体的な計画として、その名称等

もですけども、それは作成に向けて検討中と書かれています。それが役場、総務課がこのこ

とをされるというのはわかりますが、その窓口の係がどの係なのか。そして、予算化をいつ

計上されて、実際その委員会が機能するのがいつごろなのかの見通しを示してください。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 担当は総務課の行政係でございます。 

 先ほどの今後どうして予算化等の問題でございますけれども、今そこの調査票にも書いて

あるとおり、今ちょっと検討しているところでございます。早かったら今年度中に予算化を

したいとは思っておりますけど、ちょっとそこまでの検討がまだはっきりはしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 
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 佐賀県の町がまだ少ないので、もうちょっとゆっくりっていうことではなくて、今早けれ

ば今年度中にって言われましたので、ぜひ今年度中に予算化をしていただきたいと思います。 

 次です。 

 審議会、委員会の先ほどは女性の人数とその比率についてのことを言われましたけども、

全体のその名称と委員会の構成人員、男女、教えてください。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 それぞれ１つずつということでございますか、委員会等ですね。（「もし後で表かなんか

いただければ」と呼ぶ者あり）いや、いいです、はい。わかりました。 

 まず、202条の３の関係の審議会等でございますけれども、市町村防災会議が17名で、そ

のうち１名です、女性の方。民生委員推進会が14名でそのうち３名でございます。国民健康

保険運営協議会12名のうち１名が女性です。それから、市町村交通安全対策協議会が15名の

うち２名が女性です。それから、青少年問題協議会が10名のうちゼロです。それから、社会

教育委員会が10名のうち４名です。それから、地方文化財保護審議会が４名のうちゼロです。

市町村都市計画審議会が10名のうちゼロです。それから、市町村国民保護協議会が18名のう

ち２名です。それから、消防委員会が８名のうちゼロです。予防接種健康被害調査委員会が

６名のうち１名です。それから、特別報酬審議会が８名のうち２名です。情報公開審査会が

５名のうち１名です。それから、総合計画審議会が17名のうち１名です。それから、健康づ

くり推進協議会が８名のうち２名です。保育所運営委員会が５名のうち１名です。育英資金

運用委員会が４名のうち２名です。町民会館運営審議会が10名のうち４名です。個人情報保

護審査会が５名のうち１名で、全部の延べ委員数が186人のうち女性の方が28で、率が

15.1％でございます。 

 それから、地方自治法の180条の５に基づくものでございますけども、教育委員会が５名

のうち女性の方が２名です。それから、選挙管理委員が４名のうちゼロでございます。それ

から、農業委員会が15名のうち１名でございます。固定資産評価審査委員会が３名のうちゼ

ロでございます。それで、合計の延べ人数が29人のうち３名で、女性の割合が10.3％という

ことです。 

 以上でございます。 
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○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 今数字を述べられてわかったのですが、国保とそれからもう一つ、予防接種、それから育

英資金、これは私が入っているんです、その女性の１、１、２の中に。で、こういう充て職

みたいなものが、これが大事な政策立案の中で機能するのかなっていうのを疑問に思って聞

きました。 

 次に行きますが、役場の管理職の方についてです。 

 一般的に考えたら、例えばことしできたこども課の課長さんとか、それから以前にはいら

っしゃったということを聞いてますが、保育園の園長さんとかは女性のほうが適している部

分が多くあると思うのですが、これまでに、それからこれからどういう役場内での女性管理

職をつくり出そうと努力をされたのか、されていこうとしているのか教えてください。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 現在までも私としましては、特に女性を外してどうのというような意識は毛頭ございませ

ん。適性ということもありましょうけども、一つの今までの流れといいますか、いろいろ年

功序列がすべてじゃございませんけども、そういうふうな一つの課長さん方、ポスト課長補

佐、係長、そういうふうな一つの流れの中で今のような状況にあるということでございます。 

 今後は決して女性を別にしてというようなふうに気持ちは持っておりませんので、十分考

えて適性も考えてやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 意識がなかったことが問題なんじゃないかなと思います。流れの中でっておっしゃいまし

たけど、今後女性が生き生きと活動できる場をつくってほしいと思います。 

 先ほどの委員会等の選任の仕方についてですけども、例えば佐賀県が男女共同参画推進員

の20名以上かな、メンバーがありますね。その中に基山町が２人の名前を出していらっしゃ

いますが、どういう人選でされたのかの経過を教えてください。 
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○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 一応婦人会の代表の方にお話をして、そこの中から人選をしていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 先ほども言いましたように、別の職があって、そして言葉としてはいいのかどうかわかり

ません、充て職といいますか、そういうことでの出される傾向が見える。私の場合もそうで

すが、その婦人会代表でということで、多分以前からこの推進については婦人会の方にお願

いをされて、執行部の方で相談をされながらということになると思いますが、例えば婦人会

の役員として出てこられる方も多分輪番で出てこられているのではないかと思うんです。そ

して、その中で部長、副部長にさせられたというのはおかしいですけども、これもせにゃあ

いかんげなあ、わあ、どうしたらよかとって、そがんといっちょんも勉強しとらんってなっ

たときに、よかよか、もう会議に行くだけやけんっていう、そういうことがあるのではない

かと推察します。 

 例えば、翼の会ですか、男女共同参画の民間の活動をしている会が大きくあります。それ

は佐賀県全体のものですがありますが、基山からも会員さんとして何人かあると思います。

とか、やはりそれぞれの地域の中で本気になって基山町のために何かをしようとか考えてい

らっしゃる方が、探せばまだたくさんいらっしゃるのではないかと思うんです。 

 ですから、その辺の努力を今後されて、そしてそれが任期が終了した後もまた地域でその

意義を広めて積み上げていく。で、それが男子も女子もそういう参画社会の機運を高めてい

くというそういうことになると思いますので、今後その役場での人選についてはもっと能力

を持たれた方がたくさんいらっしゃると思うので、考慮していただきたいと思います。 

 次です。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員、人権にかかわる発言は慎重にやってください。総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 
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 さっきの男女共同参画推進員さんの名誉のためにちょっと言いますけれども、一応会長さ

んにお話をしまして、その中で会長さんが出るというわけじゃございませんので。その中で

ちゃんと人選をしていただいて出ていただいておりまして、その推進員さんも広報等にも載

せていたと思いますけれども、自分たちのそういった連絡場所等を載せてくれということで

積極的にしていただいておりますので、そこだけはちょっと私のほうから伝えさせていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 申しわけありませんでした。何人かの方とお話をして、ぶっちゃけた話といいますか、そ

の辺で私がこちらとここでの文言を整理して発言することへの大きなギャップがあったこと

をおわびしたいと思います。 

 男女共同参画社会の実現についての計画を策定されたということにしたときに、そこで終

わるっていうことではなくて、そこからスタートすると思います。例えば、指導的地位に女

性の占める割合を少なくとも30％とするならば、先ほどの15％、10％がとてもやっぱり低い

数字だと思います。 

 それで、数字を出してみましたけども、区長、区長代理が10人ほど、それから町会議員が

４人ほど、基山町でです。役場管理職が４人ほど、一応30％、全体の中での30％と考えたと

きに。審議会等の委員が56人、それから各委員会が９人という数になりました。本気になっ

て取り組まないと到達しない数字だと思います。だれかに任せておけばどうかなるだろうと

いうことではなくて、高い遠い目標だからです。町全体が本気で意識改革を迫られていると

思います。その到達に向けて町長の強いお気持ちをお聞かせください。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 先ほども申し上げたんですが、職員の管理職の件で、これもちょっと大山議員、誤解があ

ったかもしれませんけども、決して意識をしてないっていうかそういう意味で申し上げたわ

けじゃあございません。特にやっぱり排除する意識は持たなかったと、むしろそういう意味
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で言ったつもりでございますので、ひとつそれはちょっと私としては言葉足らずだったかな

ということで訂正させていただきます。 

 それから、それに関連してでございますけども、特に職員の場合とかそのほかに関しまし

ても門戸を閉ざしておるということじゃなくて、やはり門戸は当然開いておるわけでござい

ます。職員の場合にしましても、雇用のときからやはり本当にそういうふうな平等な目で見

て女性がということであれば、女性は本当に同じ目で見て採用するというようなことも十分

考えてやっておりますので、その中で女性が少ないかどうか、それから現在の管理職が少な

いかどうかというようなことはまたちょっと問題が別かなというような感じがしております。 

 いずれにしましても、私、先ほどから言いますように女性を特別どうという気持ちは持っ

ておりません。むしろ、これからの社会はこれは私も逆に重荷になると思いますけども、本

当に女性の特性を生かしてというか、能力を生かしてというようなことはこれから町にもも

ちろんそうですけども、国にとりましても社会にとりましても大事なことだというふうな認

識を持っておりますので、逆にそれじゃあ30％と決められて、そこに何が何でも女性を入れ

るというようなことが果たしてどうなのかなという気は一抹のその気持ちはありますけども、

できるだけその目標に従ってというか、近づくようにそういう思いで努力をしていくという

ことは強く私も今感じておりますので、申し上げておきたいと思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 よろしくお願いします。 

 共同参画社会の実現というときに、男女お互いの特性を生かしながらそれぞれが努力し、

協力し、社会の発展に貢献していくという道筋があるときに、次のもう二つの項目の改善が

特に重要だと思います。先ほど申しましたように男性の家事労働の負担です。もう一つは男

女間の暴力をなくすということです。 

 そこで、ＤＶ防止法についてですが、先ほど平成20年度からの法改正と言いましたが、こ

れはまだまだニュースなどでいろんな問題を聞くときに、一般男性の認識が甘い、単なる夫

婦げんかだっていうふうに本人も周りも片づけてしまう、そういうところがあると思います。

役場にそういう相談があったとき、具体的にどのように対応されているのか教えてください。

もう一度お願いします。 
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○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 それでは、ＤＶに関しましては健康福祉課で担当いたしておりますので、私のほうから回

答させていただきたいと思います。 

 最近、議員御指摘のとおり相談者につきまして何件か実際あっております。そういう場合

につきまして、まず本人さんの状況を詳しくお聞きするということでございまして、単なる

夫婦げんかという形ではなくて、やはりいろいろと被害を受けてあられる場合が多いという

ことがありますので、まずお話をよく聞くということで、県と協議をする中で一応相談者の

共通シートをつくりなさいという県の指針もあっておりまして、いろんな内容、あるいはこ

れはもちろん本人さんの被害者の方の了解のもとではございますが、家族構成あるいは住所、

今までのいわゆる暴力歴、被害を受けた状況といいますか、そういうのをいろいろとお聞き

して記録に残すということで行っております。そして、どうしてもやはり保護を前提とする

ようなお話であれば、県とあるいは警察、そういう機関と相談をしながら対応してまいりま

す。 

 ただ、被害者がおられるということは加害者もおられますので、この加害者の対応という

のももちろんございますが、一応加害者のほうから逆によく電話がかかってきておりますが、

町といたしましては一切これに関してはお答えすることはできませんという形で対応させて

いただいているところでございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 配偶者への暴力は犯罪だということを町民にもっと情宣を徹底していただけるように要望

して、次の項目に行きます。 

 先ほどの分掌事務を申し述べられましたけども、たくさんあるのだなあと思いました。そ

して、次世代育成支援行動計画の後半のところで、基本目標別の主要な施策としてずっと数

えたら100幾つもありました。これをそれぞれの担当がこなしていかれるのは、やはり大変

なことだと思います。 

 以前から私は言ってますように、例えばこども課での施策といいますか、それがことし改
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めてできたわけで、６項目ありましたけども、あとの４項目はそれぞれの今までしているの

の事務的なこと、遂行だと思うんです。１項目め、２項目めの少子化対策、子育て支援のこ

のことについての新規事業なり、何らかのお考えがありますか。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君）（登壇） 

 今、議員のほうから御指摘ございました基山町次世代育成支援行動計画につきましては、

確かにたくさんの目標事業というのが載っております。一応通常の業務、基山町課制条例６

項目ある中の業務は当然こなしていくということですけれども、その中でのまた新規事業と

なるのはやはりこの行動計画が基本になって、この中から順次できるものから選んでいくと

いう形になるというふうに思っております。 

 今回の６月の補正にも、一応２事業上げさせていただいております。無認可保育園に対す

る補助とか、病後児保育の事業とかを上げさせていただいてます。簡単になかなか財政関係

がございますので、難しい面もございますけれども、できるところから少しずつでも子育て

支援の事業を展開していきたいというふうに思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 前回質問しましたけども、たくさんの事業の関連ということで、ガイドブックがあればと

っても親にとってはわかりやすいと思いますが、そのことについての作業の進め方は今ない

のでしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君）（登壇） 

 今言われましたガイドブックにつきましては、前課長よりも申し送りを受けております。

ただ、なかなか進まなくて、今パソコン上での下書きまでができております。これができま

すと、通常は毎年更新をしていってやらなければならない代物ですので、本来は今そういう

状態ということであれば、今年度には間に合わないような状況ですけれども、とにかく基山

町の今施策をしているそういう状況を伝える冊子としてぜひつくりたいとは思っております
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けども、もう少し時間をいただきたいというふうに思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 早くつくりたいっていうことですので、どうぞよろしくお願いします。 

 町民の方がこども課の窓口に来られるので、何か評判とか要望とかがありましたでしょう

か。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君）（登壇） 

 ４月１日からこども課が新設をされております。先ほど町長の答弁にもございましたよう

に、現在窓口に来られた方につきましては、乳幼児医療とか児童手当の手続上の問題で来ら

れますけれども、やはり中にはそういうこども課という課が新設されたことによりまして、

新たな子育て支援の業務に期待を持たれているという言葉が聞かれるようになっております

ので、これについては私たちもできるだけ努力をして、こども課という名に恥じないように

頑張っていきたいというふうに思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 窓口に訪れやすい環境が整っているかってお聞きしたときに、管理上の制限があって余り

してないんだっていうことでしたが、なぜでしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君）（登壇） 

 先ほどの町長の答弁の中にありました庁舎全体の管理上の制限ということにつきましては、

とにかくお母さんとか子供さんが来て親しみやすいような場所をつくるのがこども課の窓口

としてはいいのかなとは私たちも思っております。 

 ただ、庁舎管理上、一応ポスター関係とかいろんな張り物については、やらないというこ

とで当初庁舎全体で決めております。ポスター関係につきましては、所定の場所に張るとい
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うなことになっておりますので、保健センターとかには一部行っております。それと、子育

て交流広場等については子供さんの好きなキャラクター等のいろんなものを張ったりはされ

ておりますけれども、そういうことでこども課としての窓口にはいろんなそういったものの

ディスプレーはしないということで、先ほど町長が庁舎全体の管理上そういうとこについて

は制限をさせていただいているというふうに答えられたというふうに思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 わかりました。でも、もしこれは必要だって思えるようなポスターなどもあるかと思いま

す。そのことについては配慮をお願いします。 

 私は初めてこども課のカウンターに向かったとき、何となく重い足取りを感じました。何

回か行ってなれてくるとそうではないのかもしれませんけども、やはり最初私でも緊張しま

した。若いお母さんが、例えば深刻なことを相談に行かれる、そういうときはなおさらだと

思います。例えば、子供の手を引いて通路を正面から何ｍも一番奥まで歩いていかなければ

なりません。こども課の場所がもともとわからないと思い、そういう方、わかりにくいと思

います。 

 そして、もしその相談の中で子供がトイレに行きたいとか言ったときに、そのそばの西側

のトイレには小さな子供用のトイレはありません。東側にしかありません。その東側はロビ

ー的なスペースになっていますが、広いなあって思います。素人考えですけども、正面から

入ってすぐ右側にこども課があればいいのではないかなとも思いました。 

 ところで、済いません、これは役場全体に感じることですが、町民が用事があってどこか

の窓口に向かうとき、外来者を快く迎えられていないような雰囲気を感じます。何しに来た

とっていう感じで、仕事がお忙しいのはよくわかるのですけども、町の複数の方からもそっ

けないって、もっとにこやかに対応してほしい、どうかならんとやろかっていうのを何人か

らも聞きました。 

 例えば、詳しくは聞いてないんですが、そこに行ったら、それは県に書類がありますから

県に問い合わせてくださいって言われたって。そしたら、本人は農協の方を知っとって、農

協の方がちょっとちょっとって、こっち、ここにあるよってそういうふうに言われたってお

っしゃるんですよね、一つの例ですけども。これは私も含めて町民全体の要望としてお聞き
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くださって、職員への指導をよろしくお願いしたいと思います。今後ともこども課について

は、訪れやすい雰囲気づくりを努力してください。 

 先ほどの…… 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員、窓口の対応が、職員の対応は町民に対して悪いということでしょう。それは答

弁求めてください。 

○１番（大山勝代君）続 

 お願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 町民の方にそういった不愉快な思いをさせたことは非常にまことに申しわけないと思いま

す。今後職員にそういった指導は総務課のほうで言っていきたいと思います。ただ、実際そ

ういった職員がいれば、名札をつけておりますので、だれだれがということをはっきりこち

らにほうに言っていただければ、こちらのほうで指導もしますし、ただお客様、住民の皆様

が一方的に言われる場合もありますんで、その辺はお互いの言い分をちゃんとこちらとして

は聞きますけれども、そういったことでだれだれということをはっきり言っていただければ

私のほうでそういったものは指導していきたいと思いますので、その辺もよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 ありがとうございました。 

 先ほどの４の回答の中で、図書館のブックスタート事業と書かれています。目新しい名称

ではないかと思います。詳しく教えてください。 

○議長（酒井恵明君） 

 教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀芳博君）（登壇） 
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 先ほど町長のほうからブックスタートを答えられましたけど、教育学習課といたしまして

は、子供との接する事業といたしましては、子供クラブ連絡協議会、それと青少年育成町民

会議が子供たち関係の仕事をしております。それと、今ブックスタートでございますが、健

康福祉課が６カ月健診あるいは１歳児健診、１歳半児健診とかいろいろやっておりますので、

そのときに子供たちに本の読み聞かせということで、実は19年度からこの事業を実施してお

ります。その前にもブックスタートではなかったんですが、それらしきことで親子の触れ合

いということで読み聞かせ、あるいはこういう本がありますよとかということで図書館のア

ピール、この本を読み聞かせしたほうがいいというようなことで実施しておりましたけど、

昨年からやっておりますブックスタートにつきましては、本を年代的に６カ月、１年、１歳

半児とそういうふうな子供たちに合うような本をお母さんたちに渡して読み聞かせ、本に親

しんでもらうということでやっている事業でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 筑紫野市に私の孫がおりますけども、ブックスタートという言葉は以前から聞いていてい

いやり方だなと思っていました。予算を少しでもふやして一冊でも多く２冊でも３冊でも子

供にいい本が与えられるように努力をしていただければ幸いかと思います。 

 先日、文教厚生委員会で社会福祉協議会の委託事業である基山子育て交流広場を見せても

らいにいって説明を受けました。数人のスタッフでとてもたくさんの事業をこなされていて

御苦労あるんだろうと思いました。これはいろいろお母さん方に聞きますけども、やはりい

い大きな支援だというふうに私も思います。これは平成13年度の途中からの開設だそうです

が、この間、小さな施設面での改善はあったと思いますが、根本的な２階にあるとか、トイ

レがよくないとか、そういうものについての改善がなされていないのは町の怠慢だったので

はないでしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 怠慢と言われますとそうかなというような感じもしますけども、何しろ財政ばっかり言っ

とってもいかんのですけども、財政的なもんもございます。やっぱり私も重々子育ての大切
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さ、それから親のいろいろ不安、悩み、こういうこともあるということを存じておりますも

んですから、何とかしたいというふうには考えております。 

 再三保健センターにそれができないかと、持ってくることはできないかというようなこと

も保健センターとも話しますけども、やはり保健センターは保健センターでそれぞれの部屋

の使用目的なり、頻度もかなりございますもんですから、ちょっとそれは無理ですよという

ようなことを言われております。別にどこかに新しく広々とできたらいいとは思うんですけ

ども、先ほども申しましたようにこれは図書館もまさにそうでございます。私もどうにかし

たい部分の一つでございますから、その辺とも財政的な関連もございますので、考え合わせ

ていきたいなというふうには思っております。 

 それからもう一つ、保健センターで何とか親子の幼児のちょっと、時間をおいたぴよぴよ

クラブじゃないけども、何かその２つの取り組みがあってるということを知って私もこの前

行きまして、お母さん方にもとにかく子育て大切だからしっかりやってくださいというよう

なお願いはしてきております。そういうことで、取り組んでいきたいというふうに思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 佐賀県の市については多分もうできてると思いますので、町10町ありますけども、児童館

と支援センターを持たないところをお教え願えますか。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君）（登壇） 

 今言われました児童館、それから児童センターという……（「支援センター」と呼ぶ者あ

り）そういう名前でちょっと県のほうから資料をいただいております。児童館のほうにつき

ましては、先ほど言われましたように県内は６市で21カ所開設されております。それから、

町段階では元川副町とか東与賀町があったんですが、これが佐賀市のほうに行っております

ので、３町５館にあります。それ以外にはないということで、ちょっと逆の答えになります

が、町段階では３町５館、玄海町、太良町、吉野ヶ里町にそれぞれ５館ございます。 

 それから、子育て支援センター、地域子育て支援センター、県のほうが補助事業で行って

おります分ですけれども、これは町の段階では吉野ヶ里町と上峰町と白石町が県のほうに登
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録して行っております。地域子育て支援センターの開設は吉野ヶ里町、上峰町、白石町でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 大山議員。 

○１番（大山勝代君）（登壇） 

 ありがとうございました。私も例えば吉野ヶ里町などに行って、今から勉強させてもらい

たいと思います。厳しい財政の中で、子育て支援のためにやはり目に見える形での実現して

ほしいものがあります。町民の期待にこたえてくださるように要望して私の質問を終わりま

す。 

○議長（酒井恵明君） 

 以上で大山勝代議員の一般質問を終わります。 

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

～午前11時59分 休憩～ 

～午後１時   再開～ 

○議長（酒井恵明君） 

 会議を再開いたします。 

 これより、鳥飼勝美議員の一般質問を行います。鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 皆さん、こんにちは。４番議員の鳥飼でございます。 

 通告に従いまして、私は３点の問題について質問いたします。 

 １つは基山町の附属機関の委員の委嘱について、２つ目は指定管理者制度、３つ目は現在

進められております基山町史の編さんに関してでございます。 

 まず第１に、基山町の附属機関の委員について質問いたします。 

 基山町の執行機関としては、地方自治法第138条の４の規定により町長のほか、委員会ま

たは委員を置くと規定されております。基山町には教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会の執行機関を置くと法律上規定されております。また、

これら町長、その機関の附属機関として審議会、調査会等を置くことができるとなっており

ます。 
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 そこで、これら町長各委員会の執行機関に置く審議会等の委員の就任については、法令に

より定められておりますのが、監査委員については地方自治法196条、民生委員、推薦委員

については、民生委員法第８条第２項、都市計画審議会委員については都市計画審議会の組

織及び運営の基準を定める政令第３条、青少年問題協議会委員については地方青少年問題協

議会法第３条の規定により、委員に議員が就任することが法律上定められております。その

他の審議会委員等への議員の就任については、法令上の規定は存在しないところでございま

す。 

 そこで、町長などの執行機関は、その機関の事務について調査研究のため、例えば基山町

総合計画審議会を初めとして各種の審議会、委員会等が設置されておるところです。現在、

この町長並びに執行機関の審議会の約15の審議会に基山町議会議員が現在就任している状況

でございます。 

 私は町長がこの町長の執行機関の諮問機関の委員に議員を委嘱していることに関して疑問

を感じ得ないところでございます。その理由としては、地方自治法上の議会と町長との関係

においてであります。議会は町長が提出した議案等を通して町政の基本的な方針を決定し、

町長の町政運営が適正かどうかをチェックし、町長は議会の決定に基づいて町政を進めてい

くという、議会と執行部が相互に牽制しながら均衡のとれた町政運営を行うという二元代表

制をとる地方自治法の趣旨からして問題があると考えます。 

 町長の諮問機関としての審議会委員に執行機関を管理しチェックする立場の議員が委員に

就任することに対して非常に疑義があると考えますが、このことを踏まえて次の項目につい

て質問いたします。 

 (1)附属機関の委員の委嘱について。 

 ア、条例、規則、要綱等により設置された附属機関の数と昨年度の開催状況は。 

 イ、附属機関の整理統合の検討はなされているか。 

 (2)附属機関の委員への議員の委嘱について。 

 議員の委嘱についての町長の基本的な考えは。 

 ア、近隣市町の議員の委嘱状況は。 

 ウ、４つの法定審議会等を除き、議員の委嘱は原則禁止にすべきでは。 

 エ、基山町まちづくり基本条例策定委員会への議員の委嘱は考えているのか。 

 大きな２番目でございます。指定管理者制度について。 
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 指定管理者制度は公の施設の管理において民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を

図るとともに、経費の節減を図ることを目的とし、さらに法制上指定の手続において公募や

選定委員会、議会の議決など競争原理を働かせながら公平性、透明性を担保する手続がとら

れておるところでございます。 

 それでは、質問に移ります。 

 (1)でございます。導入後２年を経過した基山町老人憩いの家の指定管理者制度に際する

評価についてでございます。これに関しては、地方自治法第244条の２、第７項で指定管理

者は毎年度終了後、事業報告書を町長に提出するように規定されておりますが、この事業報

告書による評価はどのようになされたのか。財政面、サービス面の向上をなされたのか。次

の項目について質問いたします。 

 ア、施設運営の効率化及び財政支出の削減は図られたのか。 

 イ、施設サービス、利用者の増加は図られたのか。 

 ウ、導入に対しての問題点は何かなかったのか。 

 (2)今後の指定管理者制度の導入予定についてでございます。 

 ア、今後の導入対象施設はどの施設か。 

 イ、導入に対しての問題点と障害はないのか。 

 ウ、体育施設の指定申請の時期と募集方法は。 

 エ、体育施設の指定のための評価基準は作成するのか。 

 オ、体育施設の指定のための選定委員会は設置するのか。また、委員の構成は。 

 ３番目でございます。基山町史編さんについてでございます。 

 現在の基山町史は今から37年前の昭和46年４月に発行されております。その当時としては

貴重な資料として現在まで受け継がれておるところでございます。また、現在平成17年度か

ら22年度までの予定で新しい基山町史の編さん作業が鋭意進められておると思いますが、そ

の進行状況について質問いたします。 

 (1)平成19年度までの町史編さん策定の経緯と策定費用について。 

 (2)今後の町史編さんの完成時期と策定予算について。 

 (3)町民への頒布方法と頒布価格について。 

 以上、３項目について町長、教育長に対して質問させていただきます。 

○議長（酒井恵明君） 
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 町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 まず、私のほうから鳥飼議員の質問にお答え申し上げます。 

 １の町の附属機関の委員についてでございます。 

 (1)附属機関の委員の委嘱状況について。 

 ア、条例、規則、要綱等により設置された附属機関の数と昨年度の開催状況ということで

ございますけども、附属機関の数は39でございます。昨年度の開催回数は94回でございます。 

 それから、イの附属機関の整理統廃合の検討はしたかということでございますが、一部内

部での検討はしていますが、全体的な検討はしていません。 

 それから、２の附属機関の委員への議員の委嘱についてでございます。 

 ア、議員の委嘱についての町長の基本的な考えはということでございますが、基本的には

法令審議会等を除き、委員等に委嘱しないほうがよいのではないかと思っております。しか

し、いろんな考え方もありますし、これまでの経緯もあり、今後議会とも話し合いをさせて

いただきたいというふうに思います。 

 それから、イの近隣市町の議員の委嘱状況はということでございます。佐賀市では、法定

で定められた以外では２委員会、鳥栖市、法定で定められた以外は委嘱していないというこ

とです。神埼市は法定で定められた以外は19委員会、みやき町は条例等で13委員会、吉野ヶ

里町は条例等で14委員会、小郡市は法定以外では３委員会ということになっております。 

 それから、ウの法定審議会等を除き議員の委嘱は原則禁止にすべきではということでござ

いますが、これはアでも申し上げたように法定審議会等を除き議員の皆さん方の委嘱の原則

禁止、これは議員さん方とよく検討していきたいというふうに思います。 

 それから、エの基山町まちづくり基本条例策定委員会への議員の委嘱は考えておるのかと

いうことでございますが、考えておりません。 

 大きな２の指定管理者制度についてでございます。 

 (1)導入後２年を経過した老人憩いの家の指定管理制度の評価についてということで、ア

の施設運営の効率化及び財政支出の削減を図れたのかということでございます。これは直営

で行うよりも指定管理者による運営が効率的かつ削減が図られているということです。 

 それから、イの施設サービス、利用者の増加は図られたのかということですが、憩いの家

サークル活動、料理教室、レクリエーション導入やボランティアの受け入れ等を行い、憩い
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の家だよりや社協だよりで情報提供に努めてまいりました。しかし、新しくサークル活動等

で参加されている方は増加はしておりますが、定期的に利用されていた方が入院されたり、

転出されたという関係で年間で見ると来館者は減少している状態です。 

 それから、ウの導入に対して問題点は何かあったのかということですが、公募の結果、現

在の社協だけで競争の原理が働かずに実質的な民間導入のメリットが余り得られなかったこ

とが問題点であります。 

 (2)につきましては、お答えが教育学習関連になると思いますので、教育長のほうよりお

答えをいたします。 

 それから、３の基山町史編さんについても教育委員会のほうから御返答を申し上げます。 

○議長（酒井恵明君） 

 教育長。 

○教育長（松隈亞旗人君）（登壇） 

 私のほうから、指定管理者制度の(2)と３、基山町史編さん(1)(2)(3)についてお答えをい

たします。 

 まず、(2)今後の指定管理者制度の導入予定について。 

 ア、今後の導入対象施設はどの施設か。基山町行政改革実施計画にも掲げておりますけれ

ども、町民会館、社会体育施設、いわゆる条例上の体育施設でございますが、この２つを考

えております。 

 導入に対しての問題点と障害はないのか。導入に対しましては、町民会館、体育施設の利

用に関しての住民サービスの低下につながらないように配慮をしなければならないと考えて

おります。また、指定管理者を公募するに当たり、公募条件に合う団体等の応募がなければ

指定管理者制度は実施できませんので、この点を非常に危惧をしておるところでございます。 

 体育施設の指定申請の時期と応募方法はということですが、現在募集要項等の内容につい

て検討を行っております。最終的な募集要項を作成し、本年度の９月をめどに指定管理者の

募集を行いたいと考えております。 

 また、募集の方法につきましては、告示、広報、ホームページ等への記載なども考えてお

るところでございます。 

 エ、体育施設の指定のための評価基準は作成するのか。選定方法につきましては、プロポ

ーザル方式をとりたいと思います。第１次審査書類審査と、第２次審査プレゼンテーション
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審査を実施し、指定管理者選定を行いたいと考えます。 

 オ、体育施設の指定のための選定委員会は設置するのか。また、委員の構成はいかがなも

のかと。体育施設における指定管理者の選定のための選定委員会につきましては、基山町体

育施設の関連に関する条例、施行規則に基づき選定委員会を設置いたします。その委員の構

成につきましては、現在検討いたしているところでございます。 

 大きい３番ですが、基山町史編さんについて。 

 (1)平成19年度までの町史編さん策定の経緯と策定費用について。本町には先ほど議員が

申されましたように昭和46年に発行した基山町史がございます。36年が経過しており、この

間新たに多くの資料も発見されたところであります。また、近年の都市化により、町の様子

も随分大きく変化し、それとともに貴重な歴史的文化的資料が次第に失われつつあります。

このような状況の中で本町の歩みと今を記録し、今後のまちづくりに生かしていくことを目

的として、平成17年度よりこの編さんについて取り組んでいるところでございます。 

 費用は19年度末で23,273,298円でございます。その内訳でございますが、17年度

5,506,200円、18年度9,912千円、19年度7,855,098円、かようになっております。 

 (2)今後の町史編さんの完成時期と策定予算について。平成17年度から平成22年までの計

画で現在作成に向け努力をしているところでございますが、今のまま進んでいけば、歴史を

通した遍、通史編は平成21年９月末完成の予定です。なお、それに付随して資料編が平成

22年１月末完成と考えております。通史編上下、それから資料編１冊の３点セットになるか

と思いますが。なお、費用につきましては、平成17年度に計画したとおり78,113,700円でご

ざいます。 

 町民への頒布方法と頒布価格についてでございますが、町民の皆様への周知につきまして

は、広報、また各種会議、団体長会議、委員会等で逐一宣伝を行っていきたいと思います。

町民の入手希望者に対しましては、入手しやすい方法を検討したいと考えております。なお、

価格につきましては、近隣市町との価格例を参考にしながら、今後編さん委員会の意見を聞

いた上で決定をしたいと思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 
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 まず、附属機関の委員につきましての委嘱状況につきましてでございますけど、39あると

いうことで、延べ開催回数は94回と。2.3回に少し少ないようでございますけど、この現在

39ある附属機関のうち、昨年度に一回も開催されなかった審議会は何、幾つの附属機関があ

ったのか。 

 またそれと、午前中の大山議員からもありましたけど、重複されて委員に委嘱されておる

方は何名か、そこまで数字的に何名かわかりませんけど。それじゃあ、いいですけど、重複

のほうも相当あると思いますけど、その辺わかる範囲で結構ですので、開催されなかった審

議会、特に開催する必要がないような審議会等もあると思いますけど、その辺についてお尋

ねします。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 39附属機関の中で、開催されていない審議会等が15ございます。それで、申しわけござい

ませんけど、重複されてる委員さんの数は、申しわけございません、把握をしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 そのスポットといいますか、その時期時期で審議会も開催があって、毎年開催されないケ

ースもあると思います。特に午前中の大山議員もおっしゃってましたけど、今後の重複関係、

今後の委嘱についても一応考慮していただきたいと思います。 

 それと次に、イの附属機関の整理統合の件でございます。これ行政改革の実施計画等にも

入ってなかったとは思いますけど、よその市町村におきましてもいろんな審議会等について

の整理統合が進められておると思いますけど、今後町として重複した職務内容の審議会等が

あると思いますので、そういうのを精査して２つを１つの審議会として開催するなり、そう

いう方向性が私は必要ではないかと思っておりますけど、その辺について御見解をお願いし

ます。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 
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○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 この件に関しましては、今回鳥飼議員の一般質問が出た段階で私もいろいろと調査をして

みました。その中におきましては、やはりさっきもゼロ回のが15あったように、中身をよく

精査すると、今事業を行ってないで名前だけが上がっているような審議会等、委員会等もあ

るみたいでございます。それで、まずはこの非常勤特別職の欄に上がっている分の各委員会

等を各課でよく精査をしまして、その後に一緒にするものは一緒にする、なくすものはもう

ないものはないもので整理を今後していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 ひとつ強く要望いたしておきます。 

 それと２番目でございます。附属機関の委員への議員の委嘱についてと、私も非常に質問

しにくい問題もはらんでおるわけでございますけど、私の考え、昔からといいますか前から

考えとったことの一端でもありますので、質問させていただきたいと思います。 

 町長のほうから議員の委嘱については、委嘱しないほうがよいのではないかと思っている

という御発言というか御回答をいただいております。 

 これにつきましては、地方公共団体の中でもいろいろあると思いますけど、イとの絡みで

アとイと一緒に質問させていただきますけど。私が先ほど質問の最初に冒頭に申し上げまし

たように、議会の議員という町長の執行機関をチェックする立場の議員が町長なり委員会の

一つのセクションである中の附属機関の委員として中に入って発言するということは、議員

みずからの審議権もみずから途絶えてしまう問題をはらんでいるんじゃないかというふうに

思っておるわけでございます。 

 町長はそういうふうに委嘱しないほうがよいのではないかというふうな難しいっていいま

すか、そういう発言をされてますけど、そもそもこの委嘱行為というのは町長にしかないわ

けです。条例改正なり、法律で言えば４つ、議員はそういう機関に入っていいということに

なってますけど、そのほかについては条例で定めてされたり、要綱なり規則とかであります。 

 町長が委嘱してやるから仕方なく議員が出ているのか、議員が出したほうがいいか、そう

いうことがあると思いますが、この件につきまして私の耳にしたところによりますと、全国
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議会議長会から提言なりが出ておるというふうに聞いておりますので、局長、その辺がわか

りましたら回答いただきたいと思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 局長。 

○事務局長（宮原 昭君）（登壇） 

 鳥飼議員の質問にお答えいたします。委員会に議員さんは原則委員会に所属は禁止すべき

ではないかというふうなことの質問だと思います。 

 これは平成18年４月に最終報告ということで上がっております。これは分権時代に対応し

た新たな町村議会の活性化方策ということで、あるべき議会像を求めてということで、これ

は第２次町村議会活性化研究会というところからの最終報告が出されております。その中で

上がっておりますのが、附属機関等への参画ということで提言がされております。これをち

ょっと読み上げていきたいと思います。 

 議会と町の対立、並立を前提とする二元代表制の下には、町の指揮下にある各種審議会等

附属機関への議員の委員としての参加は極力控え、法定参加もその必要性を見直して不要な

ものは廃止を求めるというふうな提言がこの中ではなされております。 

 理由といいますか、その下に書いてある文言といたしましては、町の側から見れば、議案

提出に先立って議員の了解を取りつけられ、議員のほうにも個人としての限界からの情報、

資料の入手等が容易との意識があると。これにより、議案の審議に遠慮が働き、修正等の提

案がしにくくなるのは否めないというふうなことが書かれております。 

 それと、情報、資料の入手は参加した議員だけでなく全員により協議されるためには、町

村長に本議会で報告を求めるほうがよいというふうなことで上がっております。 

 それともう一つは、それと関連してということで、法定参加についても全面的に見直し、

必要最小限まで縮小を図るべきであるというふうな、これはこの委員会の提言ということで

出されております。 

 これに基づきまして、町村議会の全国の組織のほうでは、町村議会の制度運営に関する検

討委員会というものを立ち上げられまして、19年度に立ち上げられまして、これ20年度２月

に実際立ち上げられておりますけど、その中には検討事項ということで地方分権を推し進め

るに当たり、町村議会として制度運営面で早急に講ずるべき施策ということで現在協議、検

討がされているというふうに聞いております。 
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 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 局長、ありがとうございました。全国的な流れとしては、これを法定委員会、先ほど言い

ました４つの委員会も現実には議員がなってない市町村もあるようですもんね。法律では議

員がなるというけど実質上はなってないとか、そういうふうに聞いたこともありますし、こ

の後、それも含めて見直しがされるというふうに聞いております。 

 これについても、私のような１回生議員がこう質問するあれではなく、今後議会等も議員

の中でもこれは当然議会みずから考えていかなければならないことだと思っております。町

長の執行権の問題と議会の権限との兼ね合いや、これまでの経過等も考えて、いろんな問題

があると思います。 

 しかし、先ほど町長の回答にイのほうでありましたけど、鳥栖市については全く法定委員

会のみしか議員は委員会に入ってないと。ということは、その辺の詳しいことは必要ござい

ませんけど、どういうこの考えというのは、総務課長にわかる範囲で結構ですけど、こうい

う流れの中でのこういう話があったのか、その辺わかったら教えてください。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君）（登壇） 

 その辺の詳しい流れはちょっとよく聞いておりませんけど、多分今局長が答えたような流

れに沿ってなってきているものと私は理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 いろいろ難しい問題もあると思いますけど、今後の流れ、今までの経過とかいろんな問題

もあると思います。一朝一夕にはできないとは思いますけど、今後住民の負託にこたえられ

るような議会活動なりの中で、町長がこれまで議会の議員も入れとったほうが審議会もよか

ばいというふうな面もあったろうし、議会も入りたかったという面もそりゃああると思いま
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す。それはそれとして、今後の地方分権時代の議会運営、町長と執行機関と議会との関係等

も含めまして、この際私としてはこの委員会の委員について議員みずからでも委嘱を辞退と

いいますか、委嘱された後、そういうことについても十分検討していかなければならないと

思っております。 

 それで、エでございます。もう新しく基山町まちづくり基本策定委員会への議員の委嘱は

議員は考えておりませんということですけど、この点については先ほど町長の答弁のような

余り好ましいと思ってないという観点からなされたのか、この業務が議会議員を入れる性格

のものではないとされたのか、その辺についてお伺いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（小野龍雄君）（登壇） 

 うちの事務レベルの検討につきましては、入って審議していただくことも重要ではないか

と考えましたが、条例を議案として提出し審査していただくことを考慮すれば、入られない

ことのほうが適切ではないかと考えました。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 この附属機関のエについてでございます。こういうケースが１つありますので、この件に

ついてもう一つでございますけど。今教育委員会所管の中に基山町育英資金運用委員会とい

うのがございます。この運用委員会、先ほどの附属機関39の中の一つですけど、この中で条

例の中に教育委員会の育英資金運用委員会の中に委員５名を置くと。で、議員が２名、学識

経験者２名、教育長１名、合計５名とするというふうで、はっきり言いまして議会議員私と

大山議員が委員に入っておるわけでございますけど、なっとるわけです。その条例の中に議

員って載っているわけです。だから、先ほどの見直しというのは当然条例改正が相当15ぐら

いありますから、条例に基づいて議員を指名しているとか規定しているもんが、私が調べた

ところ15ぐらいありますから、条例改正が、もしなれば出てくると思います。 

 ほかには要綱とかほかの面もありますけど、その中で、この特に私がびっくりしたのは、

育英資金運用委員会の中にはもう一つ、教育長を除く４名は議会の同意が入ると、そこまで

規定しているわけなんです。ほかのはそういうのは監査委員さんとか、ほかの委員さんは当
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然法令上ありますけど、この条例の中でこれだけ重要な育英資金っていうふうな業務で当然

考えられると思いますけど、この件で私も今回１回ですか、委員会に出席しましたけど、こ

の業務内容につきましては、育英資金の貸し付け、高校生、大学生たちの貸付金の公平で公

正に審査するというふうな事務でございますので、私としてはこの条例に議会の同意まで得

て議員がなる必要がないんじゃないかというふうに感じておりますけど、教育長さん、その

辺について御見解をお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 教育長。 

○教育長（松隈亞旗人君）（登壇） 

 突然お尋ねになりましても、ちょっと考えまとまりませんが、仕事の内容自体はそんなに

難しいものじゃございませんので、私も今そこページめくりよりましたら、議会の同意が要

るということが書いてあって、そのほかにも幾つかあります、議会の同意を得るものが。そ

こまでの必要があるかなということに関しましては、議員の御意見と同じでございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 それでは、１番の項目の質問は終わらせていただきます。 

 指定管理者制度についてでございます、２番目。 

 憩いの家と水車精米所ともう一つあったですね、（「ちぎりの里」と呼ぶ者あり）ちぎり

の里、これが非常に法律上早くしなければならないということで指定管理者制度を導入され

ておりますけど、先ほどの町長の御答弁では非常に効率的削減が図られてると、希望的観測

で非常に喜ばしいことですけど、実際どのような効率かつ削減が図られたのか、ここで将来

の体育施設等もありますので、どういう面がよかったか、その辺についてよろしくお願いし

ます。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 憩いの家につきましては平成18年度から指定管理者制度を設けさせていただいております

が、非常に効率が上がったという回答を町長のほうからさせていただいておりますが、いわ
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ゆる今までその以前の17年度までの委託状況とはっきり言って余り変わっておりません。た

だ、これを御指摘のとおり直営でするか、指定管理者でするかという二者選択をした場合に

つきましては、やはり直営ですれば当然まだまだいろんな費用がかかるだろうということで、

それと対比をいたしますと当然削減をされているものというふうに考えております。 

 ただ、委託の額につきましては、17年度までにつきましては、当指定管理者制度になりま

しての額といたしましては200千円程度削減になっておりますけれども、相対的には大きな

変化はございません。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 ですね、ほとんど変わっていないということだろうと思います。指定管理者等外郭団体に

委託したというふうなことと思います。それでも、今後の問題点といたしまして、来館者の

増加とかそういう面の努力が必要だと思います。社会福祉協議会が独占的に、もう社会福祉

協議会しか指定管理を受けるところがなかったと、１社しかなかったということですか、そ

こだけもう一回お願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岩坂唯宜君）（登壇） 

 公募の結果、最終的には現在の社協だけの応募しかなかったということでございますので、

町長のほうからも回答ありましたとおり競争の原理がまず働かなかったと。それと、本来か

らいいます民間、そういう応募がなかったということでございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 今後とも今の施設で民間の参入というのは、もうちょっと私も考えられないんではないか

と思っておりまして、本来の指定管理者制度とも民間参入、民間のサービス等とはちょっと

ほど遠いといいますか、そういう感じにはなるかと思います。 

 そこで、(2)に入りますけど、今後の導入予定というのが体育館、町民会館というふうに

先ほど教育長のほうから御回答がありましたけど、私はこれは憩いの家と違ってやり方とい
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いますか、いろんな方法にすれば民間原理といいますか、民間の業者、株式会社を含めてそ

ういうところに公募の仕方もいろいろあると思いますけど、教育委員会としては、これにつ

いては民間業者っていいますか、それを想定に入れた募集、公募等は当然つくられると思う

んですけど、現時点での問い合わせということはないでしょうけど、民間からの参入予定者

とかそういうことについての担当課長に入っている情報といいますか、業者名とか要りませ

んけど、全然問い合わせとか全く民間等についてはあっておりませんでしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 

 教育長。 

○教育長（松隈亞旗人君）（登壇） 

 聞いたところによりますと、２社ほど――企業体の大きさはわかりません――ちょっと見

学に来られたと、そういう情報はあります。ただ、この公募の仕方、議員おっしゃったとお

りでございますが、今検討中でございます、どのようにするかは。物すごく大きい会社が来

まして、その下請の下請ぐらいがどおんと持っていったんじゃあ、ちょっと問題があるかな

と。やはり基山町の中、この体育館、町民会館もある程度熟知したところの一つの業者さん

が受けていただくような格好になるんが一番最適だと思っておりますが。 

 以上です。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 民間会社もなかなか難しいと思うんです。で、その民間会社も来ていただいて、それでよ

り一層することもいいですけど、私個人的にはその民間会社でそういう優秀で、そういう募

集条件によって住民サービスができるようないろんな選定委員会の中で検討されていいとい

うのはいいですけど、私は特に町民会館、いろんなサークルとか文化協会とかいろんな活動

されております。私はああいう施設は支援団体といいますか、いつも利用されていらっしゃ

る方たちの使いやすいというか、そういう意味で基山町の外郭団体的なそういう団体、はっ

きり言って文化協会とかいろんなあると思いますけど、そういうことについてはこれは必ず

しもできないということじゃ法律上はないとは思いますけど、その外郭団体等も含めた応募

とかも考慮といいますか、考えとしてはございますでしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 
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 教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀芳博君）（登壇） 

 今議員から質問がありましたその件につきましては、当然外郭団体を持っております体育

協会とか文化協会を持っておりますので、その方々が申し出があればそういうのは考えてい

きたいと思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 

 この指定管理者制度において一番問題なのは、一つの株式会社なり業者なりそういう団体

をもし決定するときに、これは住民の方から見て公平公正な基準を、基準といいますか、選

定をしなければならないと思うわけです。 

 そのためにはこれは非常に難しい評価基準といいますか、内容等が相当よその先例等を見

るとあります。こういう選定の評価基準を作成されるのはだれで、その評価基準の策定委員

会とか専門家等を交えた委員会等を設置されて評価基準等をつくって、それの評価基準の一

覧表をもって選定委員会にかけるということが必要と思いますけど、その選定委員会に上げ

ても、選定委員会の中でそういう資料が公平な判断材料としての評価基準を作成しないとで

きませんけど、その評価基準とはどういうものかを作成するための作成基準をつくるための

委員かといいますか、それに専門的な人たちが入っていないと難しいと思うんです。その辺

はどういうふうに評価基準を作成するための基準づくりには専門家を入れられますか。 

○議長（酒井恵明君） 

 教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀芳博君）（登壇） 

 選定委員につきましては熟知をしていなければいけないと思いますけど、今のところそう

いうふうな関係を当たっております。一応庁舎内でもそういうことで、まず庁舎内でそうい

う選定委員を設定して、その中からまたそういう専門的なことを知っている方等を考えてい

きたいと思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君）（登壇） 
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 課長の答弁は選定委員会をしてその中から専門的なということでしょうけど、これは私の

考えですけど、選定委員会をしてもその土台としてのどういう内容で事業報告、経理状態、

その会社がどこかと、何点、何点、何点かと、その会社が。そういうことについて評価基準

をつくらないと選定委員会には上げられないと思うんです。ですから、その評価基準を作成

するのが非常に膨大な事務量といいますか、内容が詳しく指定管理施設の内容を十分応募者

にもわかったことで出さないと、後で契約したけど、もうどうにもならないわというふうに

なりますので、要望でございますけど、その選定委員会は当然ですけど、選定委員会をする

点数を出す前の評価を十分検討していただきたいと要望いたしておきます。 

 それじゃあ、３番目でございます。基山町史についてでございます。 

 基山町史37年前ので、私も一日も早く発行されるのを待っておるところでございますけど、

今の教育長の答弁では21年９月に通史編が完成ということでございます。これは私も基山町

史を37年ぶりにつくるのが目的ではないとは教育長、そのように当然思ってらっしゃると思

います。つくるのが目的ではなくて、これ広く町民なり関係者の方に見ていただいて触れて

いただいて基山町の過去、現在、未来についてのそういう啓発とかそういうのになればと思

うわけでございます。これからも鋭意努力されて親しみやすい基山町史を作成していってい

ただきたいと強く要望しまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（酒井恵明君） 

 以上で鳥飼議員の一般質問を終わります。 

 ここで、２時まで休憩いたします。 

～午後１時50分 休憩～ 

～午後２時   再開～ 

○議長（酒井恵明君） 

 会議を再開します。 

 次に、重松一徳議員の一般質問を行います。重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 大変お疲れさまです。２番議員の重松です。よろしくお願いいたします。 

 第１回定例議会で町長の所信について伺いました。その最後の項目で、今後４年間の具体

的なまちづくりの中で障害のある人や高齢者、子供たちが安心して暮らせるまちづくりを今

後どのように進めるのかと質問いたしました。 
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 町長の答弁は、町民全体が立場の弱い人を支え合って、みんなが幸せになるということが

願いであり、そういう町をつくろうというみんなの気持ちが必要だと回答されました。大変

抽象的な回答ですが、大事なことだろうと思っています。そして、この町長の気持ちが現在

進められているまちづくり基本条例の策定作業に反映されればと思っています。この町長の

気持ち、答弁を踏まえまして３月議会で時間の関係で質問できなかった項目について、まず

最初に質問いたします。 

 まず、住みよいまちづくりについてお伺いいたします。 

 基山駅前広場整備工事が行われ、駅前歩道に視覚障害者誘導ブロック、通称点字ブロック

が設置されています。この点字ブロックが敷地側、宅地側境界から60㎝しか離れていません

が、私はこの60㎝が余りにも狭過ぎると思っています。 

 そこで、設置基準はどのようになっているのかお伺いいたします。 

 また、バリアフリー化を今後どのように進めていこうとしているのか質問いたします。 

 高齢化が進む中で町内でも電動車いす、通称シニアカーが大変利用されています。予算の

関係もありますが、バリアフリー化の全体計画はどのようになっているのか説明をお願いい

たします。 

 次に、環境問題について質問いたします。 

 町長は、選挙公約にも自然豊かな基山町の環境を守るためを重点的に述べられています。

環境を守るということは、日々の努力の積み重ねが必要であり、それこそ協働が大変重要に

なります。また、環境を守るために建設した施設が結果として環境を破壊するという事例も

あります。今後基山町としてどのように環境を守っていくのか、含めて質問いたします。 

 第１に、４月に稼働しましたごみ焼却施設、クリーンヒル宝満について伺います。 

 昨年の12月議会でも質問いたしましたが、改めて質問いたします。 

 建設費に熱回収施設は10,389,260千円、リサイクルセンターに1,771,190千円、総額

12,160,450千円をかけて建設しました。この両施設の委託金額、契約金額と契約期間はどの

ようになっているのでしょうか。 

 また、旧施設宝満環境センターと新施設クリーンヒル宝満処理施設を比較して、ごみ１ｔ

当たりの処理費用はどのようになったのでしょうか。 

 次に、新施設クリーンヒル宝満は、高温ガス化直接溶融システムで熱回収施設が別物施設

です。この余熱利用の発電効果、余剰電気の売電の経済効果はどれくらいあったのでしょう
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か。 

 また、当初の設計段階と今日の原油高を比較して、どれぐらいの影響があるのか、また回

答をお願いいたします。 

 そして今回、ごみの直接搬入料金も改定されました。料金改定により搬入量に変化はあっ

たのでしょうか。まだ稼働して２カ月しかたっていませんが、回答をぜひお願いいたします。 

 次に、リサイクルについて質問いたします。 

 リサイクルセンターが新施設になり、今後より一層リサイクルが資源の有効活用とごみの

減量化とあわせて進められると思います。そのような中で、リサイクル資源の海外流出が問

題になっています。古紙、鉄くずが大量に海外、特に中国に輸出されているという現状がマ

スコミでも取り上げられています。 

 そこで、質問ですが、古紙、ペットボトル、空き缶等リサイクル品の改修後の流れはどの

ようになっているのでしょうか。今年度、予算算入にリサイクル回収売上金が2,373千円計

上されていますが、具体的に販売価格はどのようになっているのでしょうか。 

 当然、リサイクルは住民全体の協力なしでは進みません。そのためにも分別収集の細分化

に進めるべきと思います。特にアルミ缶収集は子供クラブや老人クラブ、またさまざまな団

体が活動資金にするために収集されていますが、町の空き缶収集袋はスチール缶、アルミ缶、

合同の袋です。分別収集をするためにも今後分けるべきではないかと思いますが、どのよう

にお考えでしょうか。 

 次に、エネルギー問題について質問いたします。 

 昨年度、7,920千円の予算を組んで基山町地域新エネルギー、省エネルギービジョン策定

事業を行い、報告書も発行されました。この策定事業を今後どのように活用していくのか、

まずお伺いいたします。 

 次の質問の具体的に二酸化炭素を削減をどのように進めていくのかという質問に対しまし

ては、私自身今後十分勉強をしていきたいというふうに思いますので、この質問については

削除させていただきます。 

 環境問題の最後の質問になりますが、林議員も質問されましたが、今年度から佐賀県は森

林環境税を設けましたが、町内の森林環境保護にどのように活用するのか、また回答をお願

いいたします。 

 そして、環境を守っていくために環境基本条例の策定の計画があるのか質問いたしまして、
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次に入ります。 

 公害問題についてお伺いいたします。 

 環境を守るためには公害をまず出さない施策が必要なのが当然ですが、公害の定義は大変

多岐にわたり、また難しく、私たち人間が生きていくために生産活動を行えば、片方で公害

が発生するという問題があります。しかし、公害撲滅をしなければ地球の将来はないと言わ

れるまでに地球的規模で問題になっているのが現状です。基山町内でできる公害対策をきち

んと行うということを要望いたしまして質問いたします。 

 まず、基山町公害防止対策協議会設置について質問いたしておりますけども、この質問に

対しましても私も今後十分勉強を行いたいというふうに思いますので、質問事項から削除さ

せていただきます。 

 公害対策や産業廃棄物不法投棄対策がそれぞれ独自に設置されている区がありますが、そ

の区について町のかかわりはどのようになっているのか説明をお願いいたします。 

 最後に、５月27日に基山町内でも光化学スモッグ注意報が発令されました。1973年の観測

以来初めて警報が発令されたわけですけども、町内の大気、水質汚染観測はどのようになっ

ているのかお伺いいたしまして、１回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 答弁を受ける前に、質問事項の大きい２の(3)のイ、具体的に二酸化炭素削減をどう進め

るのかということを取り下げされております。 

 それから、質問事項の大きい３の(1)基山町公害防止対策協議会の過去５年間の開催数と

開催に至った経緯はどうなっているのかという項目を取り下げておられますので、皆さん方

に御報告しときます。 

 ということで、答弁のほどお願いします。町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 お答えをいたします。 

 まず、１の一般行政についてということ。(1)の住みよいまちづくりについて。アの視覚

障害者誘導ブロック設置基準はどのようになっているかということでございますけども、視

覚障害者誘導用ブロックの配置につきましては、原則として有識者、関係団体、福祉関連に

携わる専門家、行政担当者等による道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会より作

成された道路の移動円滑化整備ガイドラインに沿って設置するものとされております。視覚
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障害者の利便性の向上を図るために、視覚障害者の歩行上必要な位置に現地での確認が容易

で、しかも覚えやすい方法で設置しなければなりません。 

 それから、イのバリアフリー化を今後どのように進めるのかということですが、安全で快

適な歩行空間の形成のため、道路や公園を初め多くの人が訪れる施設では、すべての人が安

全で安心して利用できるようバリアフリー化を進めなければならないと考えております。 

 交通バリアフリー法が施行され、歩道の拡幅や路面構造の改善、その他移動円滑化のため

に道路改修が必要になっています。しかし、すべての町道を短期間に整備することは難しい

ので、長期的、計画的に整備していかなければならないと考えます。 

 現在、歩行者などの安全面に重点を置いた道路の整備拡充を推進しております。道路幅員

の拡幅や側溝の整備、凹凸の解消、危険箇所の改良、そして舗装補修などを施工していきま

す。 

 ２の環境問題についてでございます。 

 (1)クリーンヒル宝満についてと。アの委託金額、契約金額、契約期間はどのようになっ

たのかということでございます。 

 熱回収施設につきましては、委託金額1,839,600千円で、契約期間は平成20年４月から３

年間包括契約しております。 

 次に、リサイクル施設におきましては、492,975千円で、平成20年４月から、これも３年

間包括契約をしております。 

 イの旧宝満環境センター、そして新クリーンヒル宝満焼却施設を比較して、ごみ１ｔ当た

りの処理費はどのようになったのかということでございますが、旧宝満環境センターの焼却

施設部分につきましては約11,946円で、粗大、缶、瓶選別施設部分につきましては33,181円

になっております。 

 次に、新クリーンヒル宝満の熱回収施設部分につきましては約16,716円で、リサイクル施

設部分につきましては約38,379円となっております。 

 ウの余熱利用による発電の経済効果、充電はどれくらいあったのかということでございま

すが、供用開始後２カ月たった段階での実績でありますが、４月の経済効果として3,500千

円程度となっているようでございます。 

 それから、エの当初の設計段階と比較して今日の原油高の影響はどれくらいあるのかとい

うことですが、施設に直接影響があるのはコークスの価格で現在はかなりの割高になってお
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りますが、委託会社等は３年の長期包括委託契約、コークス費を含むとなっており、その契

約の中で価格上昇の分も吸収する使用約款となっております。 

 オの直接搬入料金の改定により搬入量に変化はあったのかということですが、昨年の４月

5,223台、ことしの４月4,161台と20.33％の減となっております。また、基山町の４月、５

月の比較をいたしますと、搬入量で3.59％の減となっております。 

 (2)リサイクルについてでございます。 

 アの古紙、ペットボトル、空き缶等リサイクル品の回収後の流れはどうなっているのかと、

また販売価格はどうなっているのかというお尋ねでございます。 

 基山町では、新聞、チラシ、雑誌類、段ボールは回収後、直接古紙再資源化業者に搬入後、

国内の製紙工場へ出荷されております。売却価格は、新聞、チラシ、キログラム当たり３円、

段ボール、キログラム当たり２円で、雑誌類は無料引き取りでございます。 

 ペットボトルは回収後、再資源化業者に搬入後、中間処理、洗浄、破砕をして、国内の原

料取り扱い業者へ出荷されております。売却単価はキログラム当たり33.3円ということです。 

 食品トレイは回収後、エフピコが、運賃料は必要でございますけども、無料回収をしてお

るということでございます。 

 それから、イの分別収集の細分化を進めるべきではないか。特に空き缶回収で、アルミ、

スチール缶の分別収集をするべきではないかということでございますが、現在の分別収集品

目は定期収集で10品目、可燃、不燃、空き缶、空き瓶、ペットボトル、新聞、雑誌類、段ボ

ール、古着、粗大ごみでございます。拠点回収としまして、各公民館等で３品目、乾電池、

トレイ、紙パック。役場で２品目、食用廃油、蛍光管の合わせて15品目の分別収集を行って

おり、これ以上の細分化は今のところ考えていません。 

 アルミ缶、スチール缶の分別については、クリーンヒル宝満に搬入後分別を行っており、

町独自で分別する予定はございません。 

 それから、森林保全についてでよろしゅうございますか。 

 アの森林環境税を町内の新環境保護にどのように活用するのかということでございますが、

森林環境税の中で、佐賀の森林再生事業の趣旨、目的が水源の涵養や土砂災害の防止等のさ

まざまな公益的機能の発揮が期待されるよう重要な森林のうち…… 

○議長（酒井恵明君） 

 町長、とまって。（「エネルギー問題の……」と呼ぶ者あり）(3)エネルギー……（「エ
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ネルギー事業策定の関係については回答お願いします」と呼ぶ者あり） 

○町長（小森純一君）続 

 エネルギーの…… 

○議長（酒井恵明君） 

 (3)のアは残っているんですよ。質問残っている。 

○町長（小森純一君）続 

 アは残ってる。 

○議長（酒井恵明君） 

 イが取り下げです。 

○町長（小森純一君）続 

 失礼しました。イがないんですか、はい。 

 失礼しました。(3)のエネルギーについて、アの基山町地域新エネルギー、省エネルギー

ビジョン策定事業を今後どのように活用するのかということでございます。 

 平成19年度の基山町地域新エネルギービジョン策定等事業により、町内に賦存するエネル

ギーの特性を把握し、実現に向けた計画的かつ効率的な導入の方向性を定め、地域から積極

的に取り組むことを目的にしながら策定をいたしました。 

 その中で、基山町は公共施設の太陽光発電導入や、ハイブリッド街路灯や太陽光、風力発

電を用いた街路灯の導入、木質バイオマスやバイオディーゼル燃料やクリーンエネルギー自

動車の導入等が考えられ、まず建設中の基山小学校への太陽光発電システム導入を図り、生

徒への新エネルギーに対する活用と普及啓発を行います。 

 イはよろしゅうございますね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、森林環境税でございますけども、森林環境税の中で佐賀森林の再生事業の趣旨

が水源の涵養や土砂災害の防止等のさまざまな公益的機能の発揮が期待される重要な森林、

農地、荒廃した森林、またはそのおそれがある森林について、市町による公有化を進め、適

切な森林管理を図ることにより住民の安全で安心した暮らしを守るなど、森林の公益的機能

の維持増進を図るとなっておりますので、今後関係者に趣旨のお知らせを行い、森林環境保

護に努めていきたいと思っております。 

 それから、(5)の環境基本条例策定の計画はということでございますけども、第４次基山

町総合計画の環境行動の推進の中で、環境基本条例を策定しますと掲げておりますので、ま
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ずは役場の地球温暖化に対する行動計画を策定いたし、４月から取り組んでおります。 

 また、環境基本条例につきましては、策定に向け検討をしていきます。 

 それから、公害問題の(2)公害対策や産業廃棄物不法廃棄対策を区独自で設置している区

があるが、それについて町のかかわりはどうなっておるのかということでございますが、要

請があれば職員の派遣や情報の提供を行っておるということです。平成19年度実績としまし

ては、職員派遣、７区公害対策委員会、５月にガソリンスタンドの巡回、９月に工場排水調

査、４事業所、３月に学習会を行っております。 

 (3)の町の大気、水質汚染観察はどのようにされておるかということですけども、平成

19年度実績としまして、町の実施状況でございますが、河川水調査を13地点で年４回やって

おります。それから、工場排水調査を11事業所で年６回やっております。それから、大気測

定を５地点で年６回行っております。 

 それから、これは福岡県側の産業廃棄物処分場周辺の環境調査でございますが、これは年

１回でございますけども、河川水が６地点、土壌が３地点、地下水が６地点――井戸水等で

ございます――それから大気が３地点でございます。 

 それから、基山町以外での機関での実施状況ということで、大気測定、これはダイオキシ

ンでございますとか、それから宝満環境センターということになっておりますが、２地点で

これは年に１回行っております。それから、地下水調査、これは佐賀県が５地点で年２回と

いうことです。それから、産業廃棄物処理場周辺水質調査ということで、福岡県が２地点で

年４回行っております。 

 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 どうもありがとうございます。詳しく説明をいただきました。 

 今回、まず住みよいまちづくりということで質問してみましたのは、３月議会で私の意見

だけを申して回答を受けれなかった部分についてのまず回答をいただいたわけです。 

 確かに言われるように、道路の移動円滑化整備ガイドラインに沿って通称点字ブロックを

設置されております。また、視覚障害者誘導ブロック設置指針等もあります。その中には、

この60㎝というのは数字的にはあるわけです。 
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 しかし、この数字60㎝程度という中にはただし書きがあります。そのただし書きには、路

上施設や占有物件の設置状況などによってこの値とすることが適切でない場合はこの限りで

ないというふうに重ねてあります。早い話が、その場所に60㎝で設置することが適当でない

ということであれば、80㎝にしてもいいですよ、100㎝にしてもいいですよ、中央でもいい

ですよというふうになっているわけです。これをだれが判断するのかというのが大変な問題

になると思うんです。私はその判断する中に、この点字ブロックを利用する視覚障害者の方

が入っているのかなというふうに思っているわけです。 

 身体障害者は基山では平成18年度で596名いらっしゃいます。知的障害者の方が533名いら

っしゃいます。うち、視覚障害者の方が39名いらっしゃいます。この39名の方、だれか代表

でもいいですけども、基山町として意見を聞かれたのかなというのをまず思っております。

これについて回答をお願いいたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（平野 勉君）（登壇） 

 ＪＲ基山駅前広場の19年度の視覚障害者誘導用ブロック設置につきましては、ただいま御

質問ありました町内の視覚障害者へのお尋ねはしていないと思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 私は今町長がまちづくり条例、基本条例策定に向かって協働をうたいながらされています。

基本的にいろんな人の意見を聞くという中で、このまちづくりをやっていくんだという基本

の中で、こういうまちづくりをする大事な部分、障害者も一緒に入っていこうという部分に

対して町の今の回答では私自身大変不満があります。少々作業、工事がおくれたとしてもや

っぱりいろんな人の意見を聞く中でまちづくりをしていくべきではないのかなというふうに

思っています。 

 また、このバリアフリー化についても同じなんですけども、このバリアフリー化の中で１

つはバリアフリー新法に基づく基本構想というのがありますけども、これについては駅前周

辺ですので、例えば基山駅として旅客施設で利用者数が5,000人以上というのが対象とあり

ますけども、多分基山駅四千二、三百人かな、１日の利用者が。5,000人ありません。だか
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ら、これには該当しないかもしれませんけども、基本的にはこの基本構想をつくる中でこの

バリアフリーを進めていくという中身があるんだろうと思うんです。その中にも考え方とす

れば、いろんな例えば老人の会とか視聴覚障害とか、いろんな意見を聞くというのがありま

す。そういう意見を聞く中でこのバリアフリー化も進めていくというふうなことだろうとい

うふうに思うんです。 

 ひとつは、基山町今バリアフリーを進めています。基山町障害者基本計画の中にもありま

すし、第４次総合計画の中にもあるんだろうと思いますけども、こういう進めていく中でそ

ういういろんな団体の意見を今日まで聞いた経緯があるのかどうか質問いたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（平野 勉君）（登壇） 

 先ほどもちょっと御答弁申し上げましたけれども、このブロックの設置に当たりましては、

町内の視覚障害者の御意見等は賜っておりませんけれども、ただこのガイドラインは町長の

答弁にもありましたように、いろんな方々の意見をもとにつくられておりますので、一応そ

ういう方々の意見も反映されたガイドラインだというふうに思っております。 

 それと、交通バリアフリー法が施行されまして、市町村による基本構想の作成というもの

が言われてますけども、つくらなければならないと思ってますけれども、この基本構想につ

いてはまだ現在すぐつくるというところまでは至っておりませんので、そういう町内の障害

者の方々の御意見をいただくということもいたしておりません。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 ぜひいろんな意見を聞く中で今後このバリアフリー化についても進めていってもらいたい

と。 

 先ほど、このガイドラインの中にいろんな意見がもう集約されているんだというふうな答

弁がありましたけども、この点字ブロックというのはその場その場で状況で違うんです、先

ほど言いましたように。一応60㎝という基準はあるけども、いろんな状況によってはそれは

変更できるんだと。だから、これは前の３月ですので、そのとき経済建設委員会ですけども、

そのときに現地調査をしてそのときの担当課長は、基山町とすれば中央に設置を本来はお願
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いをしましたと。しかし、県のほうが60㎝に設置してくださいという答弁でしたというふう

な回答あるんです。 

 ということは、基山町は本来その60㎝では少し狭過ぎると。もう少し広げたかったんだと。

しかし、これは県の補助もあったんだろうと思いますけども、県のほうの福祉課担当だった

と思いますけども、その方の希望として60㎝に設置してくださいというふうな答弁だったと

いうふうに言われております。 

 だから、そういう意味ではぜひ私もこの60㎝が本当にそこでよかったのか悪かったのかに

ついてわからないんです。わからないからこそ視覚障害者、そういう障害の方に意見を聞か

ないとわからないというふうに思うんです。障害を持っておられる方が、いや、この60㎝で

いいんですよと、私これで十分利用できますという回答だったら、それはそれで私いいと思

うんです。だから、そこはまずぜひ聞いてほしいというふうな意見を持っております。今後

ともぜひお願いしたいというふうに思っています。これが私今進められているまちづくり基

本条例の基本となる部分ではないのかなあというふうに思っています。 

 ５月８日でしたか、九大の木佐先生ですか、いらっしゃいました。約140名の方が参加し

たと言われております。それはある半面、区長さんあたり各区の中でなるべく参加をしてく

ださいというふうな呼びかけもあって参加をされたというふうな答弁もあるいはありますけ

ども、その中で私は本当に聞きたかったのは、この木佐先生がニセコで基本条例を作成され

て、その後ニセコがどのように変わっていったのかと。もともとニセコは基本条例というの

はきのう同僚議員さん、質問されておりましたけども、もともとそういう素質があったんだ

と、施策があったんだと。それを守っていくための基本条例と。基山は今からつくっていく

という中での基本条例です。 

 今インターネットで調べればすぐにどこどこの町の基本条例というのはわかります。それ

がつくった後、問題はそれがどのように活用されているのかというのが、ぜひ検証しなけれ

ばなかなか難しいなと思っています。この九大の木佐先生、こういうことを言われました。

覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、自分は忙しいと。団地だから

なかなか住民の方とは接してないと。住民の方の活動、住民活動には自分は参加してないと

いうふうなことを言われました。私は木佐先生は確かに学問的にもすぐれて今日までされて

いると思いますけども、やっぱりこの策定する段階では、実際に活動されている、実際に困

っているいろんな意見をやっぱり集約していかなければならないんだろうというふうに思っ
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ています。 

 これは私の意見ですので、回答は要りませんけども、今作業部会等がずっと開かれていま

す。今日まで町民会議等も開かれました。当初参加された方が参加されなくなったんです。

きのう、品川議員さんも少し質問されてましたけども、少なくなっているのは現実なんです。

いや違うよと言われればいいんですけども。 

 で、当初参加された方に私、このごろ参加されてないみたいですねと伺いました。こうい

う答弁でした。わかりづらいと、大変わかりづらいと。素直な気持ちで私はこの基山町のま

ちづくりをするためにどうしたらいいのかなということで話を来たけども、もう条例の段階

になっていろんな意見で難しいと。そして、やっぱり今日までいろんな勉強をされている方

の意見が表に出れば、自分が基本的に思っている意見がなかなか言いづらくなるという部分

があって、だんだんと足が遠のいたというふうなことがあります。 

 私は基本条例をつくることが目的じゃないと。基本条例をつくって、それがどのように私

たち町民に役に立つのかというのが目的なんだというふうに思うんです。そういった面では

十分時間をかけながらいろんな意見を聞きながら、そして今言いましたように障害者、弱者、

高齢者、子供たち、あらゆる意見を聞く中で今日の作業をしていきたいし、まちづくりをし

ていっていただきたいというふうに思っています。住みよいまちづくりをするためには当然

これが必要だろうと思いますので、よろしくお願いいたします。時間の関係がありますので、

次に入らせていただきます。 

 クリーンヒル宝満の契約金額、契約期間について伺いました。年間６億円以上の金がまた

かかるわけですけども、３年間で18億円ですか。この３年間というのは、これが性能発注の

関係があった関係もありましょうけども、保証期間が３年だから３年とまず、ということで

されたんでしょうか。そして、もしこの３年後、またこの同じ金額で契約が継続できるとい

う保証はあるんでしょうか。質問いたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 それでは、私のほうからクリーンヒル宝満の今の契約でございますけども、瑕疵担保とい

うのが３年というのがございます。３年しておりますけども、その後の保証というか価格は

どうなるかというのは現段階ではわかりません。 
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 以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 後の問題にもかかわることでもあるんですけども、鳥栖・三養基の広域ごみ処理の撤退問

題、御存じのようにまだ解決しておりません。もめているのは委託料が６億円じゃあ安過ぎ

るんだという中身なんです。だから、住友金属工業ですか、も撤退せざるを得ないという中

で、今まだ解決をしてないわけですけども。 

 当初は12月議会でも言いましたけども、なかなかこういう施設をつくってほかのところが

委託管理をするということはあり得ないんです。最終的にやっぱりＪＦＥに責任を持っても

らわなければならないんです。だから、そのためにはこの３年という部分の包括の契約があ

りますけども、次の３年についても確約をとっていかなければ３年はあっという間に過ぎる

と思うんです。それから、そういった意味ではぜひまだまだこれは問題があるなと思います

し、取り組みをしていただきたいなというふうに思っています。 

 じゃあ、ちょっと時間の関係もありますし、次もまた質問いたしますけども、１ｔ当たり

のごみの処理費の違いについて質問いたしました。旧施設と新施設１ｔ当たりのごみ処分の

差が4,770円ですよね。そして、これはウの問題にもかかわることですけども、経済効果が

3,500千円あったと言われています。１ｔ当たり4,770円経費はふえていると。 

 で、例えば基山町がこれは３月ですけども、３月に可燃物を出したトン数は435ｔですよ

ね。435ｔ出して、トン当たり4,770円ふえれば、約2,000千円ちょっと、2,070千円ぐらい経

費としてはかかっているんです。これは基山だけです。 

 筑紫野市、小郡市、どれぐらいのごみの搬出が出ているのかちょっとわかりませんけども、

人口比で見れば筑紫野市が約９万9,000ぐらい、小郡市が５万8,000で、約15万7,000人ぐら

いに人口です。基山の約８倍ぐらいの人口からするとごみの搬出量も一緒ぐらいかとすると、

約16,000千円、月に経費はかかっていると。3,500千円経済効果がありましたと言いますけ

ども、私も12月議会で高温ガス化直接溶融システムがこれはランニングコストが物すごくか

かるんだというふうなことを質問いたしましたけども、現実こういうふうに数字を上げても

らえれば、それが一目瞭然だろうというふうに思っています。ただもう今日稼働している状

態ですので、これについてどうこうするというふうなあれはないんですけども、やっぱりこ
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ういう数字的なものをしっかり確認する中で見ていかなければならないと。 

 そして、後にかかわることですけども、当初の設計段階と比較して原油高の影響はどれぐ

らいあるのかと質問もしております。その中でこれは契約の中でもうしておりますので、価

格上昇分も吸収しよりますので、別にこれについては逆に言えばもう見てませんというふう

な答弁ですよね。 

 しかし、ここが問題になっていると思うんです。鳥栖・三養基にしても。鳥栖・三養基で

は住友金属工業が受けてしているんですけども、コスト高の見込み違いだったと、委託料

600億円ではできなかったと。ランニングコストが通常の２倍以上かかったんだと。だから、

引き受けられないと言っているんですよね。それからすると、やっぱりこういうところにつ

いてもきちっと原油高の影響がどれぐらいあったのかとかというのについても調査すべきで

はないかというふうに思いますけども、これについてはどのように思ってありますか、ちょ

っと質問いたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 今のお尋ねでございますけども、原油高については確かに影響はあってると思いますが、

コークスについては、これは助燃剤ということになっています。そういうことで、議員御指

摘の点につきましては、今後幹事会等もございますので、その中で協議、話をしてまいりた

いと思っています。 

 以上です。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 ぜひその点についてはお願いしたいというふうに思っています。 

 直接搬入料金の改定により変化、確かに台数については減っていると思います。当然だと

思います。10㎏40円がいきなり10㎏150円に上がったんですから、３月時点で早く持ってき

たいとなるし、今家の中にたまっている部分はあるかと思いますけども、減っているのは確

かにあると思います。全体の基山町とすれば全体的にこれは平成17年ぐらいをピークとして

今ごみの全体量は減っているんだと思うんです。当然人口も減っているわけですからあると
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思います。今後、これについては十分調査をまたしていただきたいと思っています。 

 そこで、基本的なことをお伺いいたします。 

 私がこの質問を12月議会でしたときに、委託契約、委託期間、ランニングコスト等につい

てはわかった時点でできたら説明をしてくださいと。全員協議会等にかけていただいて、説

明できたらしていただきたいというふうなお願いもしてました。 

 今日、これはもう早目にこういう資料はわかっていたんだと思うんです。できたらこうい

う特に広域行政については、私たち一般議員にとってもなかなかそういう資料は入りません。

できたら、議員もう少し勉強しろと、逆に言って、早目にこういう資料については全議員に

やっぱり配るべきじゃないのかなと。情報公開の関係もありますけども、私たちのほうが請

求しないとこういう情報が出てこないんじゃなくて、できたら早目早目に特に広域行政の関

係についてとか、部分についてはその中の議員さんしかそういう資料を持ちませんので、一

般議員にもわかるようにできたらそういう資料を提供していただきたいというふうに思い、

これは要望として持っております。 

 次に進めさせていただきます。 

 リサイクル、今説明ありました。例えば新聞、雑誌、段ボールの回収後は直接古紙資源化

業者に搬入後、国内の製紙工場に出荷しておりますというふうな説明ですよね。基山町から

出てますこのリサイクル資源、国内で再処理されて国内で消費されていると、リサイクルさ

れているというふうにとらえていいんでしょうか。また、そこまで再処理資源化まで、これ

調査されてからの発言でしょうか、質問いたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 それでは、私のほうから再資源の最終処理でございますけども、私どもにおきましては国

内で再資源化されているというように思っております。 

 以上です。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 大変大事な中身でもあるんです。中国に今古紙や鉄くずが大量に輸出されていると。その
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中にはこういうふうに地元住民が協力してリサイクルで出されたものが大量に今輸出されて

いると。その中間業者にすれば少しでも高く買ってほしいというのは当たり前です。だから、

その中でいろんなブローカーもいるんでしょうけども、最終的に中国のそういうブローカー

が買いあさっていくと。福岡の港のほうには大きいコンテナ基地がありますけども、そこに

古紙が山積みされています。その古紙、大きいコンテナ車に載せてから実際輸出されている

というのが現実問題としてあるわけです。 

 そういう中では、例えば業者が仕事をして、そこから産業廃棄物が出ればマニフェストを

発行して、最終的にその産業廃棄物がどのように処理されたかというまで、このマニフェス

トがずっと追っていくんです、書類が。途中でこの書類をなくすとかすれば、これ処罰され

るというか法律にかかるんです。それぐらい最終的まで見ると。 

 しかし、このリサイクルについては出すほうは住民は行政を信用してそこへ出すと。行政

はそれをいろんなところに販売する中で町の財政にも入ってくるわけですけども、やっぱり

私も国内で出されたこのリサイクル、住民が協力して出した部分については最終的に国内で

また再資源化して、そしてリサイクルをして利用できるというとこまで、やっぱり行政とし

て責任を持たなければならないと思うんです。これまだ大きく言えば、国とか県とかの施策

にも大きくかかわることですけども、町としてできるとこからでもいいですけども、そこま

で目を光らせていただきたいなというふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 それから、分別収集を細分化できないかなと、なかなか難しいという意見がありました。

何で難しいのかなと私思うんです。例えば、アルミ缶とスチール缶分けるのは何で難しいか

なと。今、空き缶袋と一緒ですよね、あれことしの予算特別委員会も出てましたけども、１

枚２円何十銭でしたか、それぐらいでできるんですよね。それに印刷するのに空き缶で、こ

れはアルミ缶の袋ですよ、これはスチール缶の袋ですよと分けて印刷して町民が10枚300円

ですか、買うんですよね。買っていただいて、そしてしてもらえればいいと思うんです。何

がそれが難しいのかなと私わからないんです。 

 例えば、小郡市なんかは、そういうふうにアルミ缶とスチール缶を分けていると思うんで

す。同じ宝満環境、今のクリーンヒル宝満に出している、小郡はできてると思うんです。だ

から、小郡は逆に言えば、これインターネットで調べればすぐにわかるんですけども、リサ

イクル率が30.22％あるんです。ということはやっぱり分別収集する中で、そして住民の方
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にも市民の方にもこのリサイクルの意識を持っていただいてやってる結果が30.22％です。 

 片方、基山はこれ３月の基山広報ですけども、基山町が平成22年度のリサイクル率を27％

を目標にしてますと。現在は15.29％です。ちゅうことは、小郡市の半分しか基山はリサイ

クル率がなってないというふうに思うんです。だから、私はできるところからまずしていた

だきたいと。なかなかリサイクル、この分別収集を事細かに分けるのは大変難しい面はある

のは十分わかります。しかし、まずできるところからぜひやっていけないものかなあという

ふうに思っておりますけども、この点について回答あればお願いいたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 今、資源ごみというか、小郡の場合を例にとって挙げられましたけども、小郡の場合は、

市の中の地区で分別をしてそれを地区の収入というか、にやっているということでございま

す。それで、議員先ほどおっしゃいましたように、スチール缶とアルミ缶を分別ていうのは

袋を分けるのは簡単でございますけども、クリーンヒル宝満では機械化、磁石で分別をして

おりますので、現在のところは基山町としてこれを分けて分別収集というのは考えてません

ということで回答を申し上げてます。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 今の発言、私わかりにくいんです。リサイクル回収品目の出し方で小郡市、アルミ缶、ス

チールかをそれぞれ専用の袋に入れて分別をしてくださいというふうに書かれますよね。実

際、ごみがどれだけ処理施設に搬入されたのかというのも、アルミ缶が72ｔ、スチール缶が

74ｔというふうに出てるんです。 

 だから、私は結果としてクリーンヒル宝満に出す以前にそれぞれ袋を分けてその袋で回収

されているから、それが向こうに行ったとしてもそれぞれも別に機械にかけなくてもそれぞ

れ出せるんですから手間も省けると思いますけども、数量が出てくるんだろうというふうに

思うんです。だから、この辺少し考えてほしいと。結果的に小郡市が30.22％のリサイクル

なんだと、基山が言いましたように15.29％なんだというところでは先進地に学ぶべきでは

ないのかなと思います。時間もありませんので、ぜひこの点についてはまたよろしくお願い
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したいと思います。 

 新エネルギー地域ビジョンの策定の関係について質問してますけども、１点だけ伺います。 

 基山小学校で太陽光発電システムが導入されます。これについては、今建設されてますけ

ども、建設の予算の中にこの導入システムの建設費も含まれているんでしょうか。この点に

ついて質問いたします。 

○議長（酒井恵明君） 

 教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀芳博君）（登壇） 

 現在の建設の小学校の太陽光発電には予定の工事は入っておりますけど、その分につきま

しては補助もございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 今提示されている建設費の予算の中には入ってないということですね。今後改めて…… 

○議長（酒井恵明君） 

 入っているちゅうことです。 

○２番（重松一徳君）続 

 入っているんですね。で、補助がそれについてはあるということですね。はい、わかりま

した。 

 じゃあ、時間もありませんので、環境基本条例の策定の計画について今後検討していくと

いうのがあります。その前に、森林環境保護をどのように進めていくのかという質問をいた

しました。私もこれについては十分今後勉強していきたいというふうに思っておりますけど

も、基本条例がやっぱり必要ではないのかなと。これをしないとなかなか今後新たに議案も

出されておりますけども、土地の購入とかいろんな問題、する中ではやっぱり環境基本条例

をきちっとする中で検討していかなくてはならないというふうに思っておりますので、これ

について私も今後十分勉強させていただきます。 

 それから、この公害問題について、公害対策それぞれの独自の区でということで質問いた

しましたけども、言われましたように７区については公害対策委員という規則があります。

これは平成11年ぐらいにきちっとした７区のほうで公害対策委員会の会則をつくってされて
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います。会長以下、副会長、そして委員長、そして委員、それぞれあって任期も３年という

第10条までの規則があるわけです。 

 どうして、７区でこういうのをつくらなければならなかったのかという実情については、

私が言わなくても皆さん理解できるだろうと思います。長野地区が工場が多く進出してきた

と。小さいころは秋光川で泳いでいた私たちでも、工場が進出してくれば泳げなくなったと、

公害垂れ流しの時代だったと。そして、今日ガソリンスタンドも多くできていると。ガソリ

ンスタンドから油漏れとかが発生すると、いろんな部分の公害があると。そういうときにい

ち早く対策をしなければならないという中身で、きちっとした委員会の会則をつくってやっ

ていこうというふうにされて今日まで来ているわけです。 

 そして、私はここでぜひお願いしたいのは、これはあくまでも区独自でしてる部分です。

区でいろんなガソリンスタンドの巡回や工場排水の調査なんかをするときには、それぞれ農

林環境課のほうから職員さんを派遣してもらって、ことしは５月13日に行っております。今

日までずっと毎年これは年２回やっているわけですので、それぞれの工場関係、事業所、ガ

ソリンスタンドの関係の方、きちっと対応してもらっています。 

 しかし、いざ例えば工場とかガソリンスタンドとか事業所とか、そこから実際油漏れがあ

った、工場廃液が処理されずに流出したという場合のときに、この７区の公害対策委員とし

てそこに赴いて現地調査をする場合、権限が何もないわけです、これあくまでも区でつくっ

ている部分ですので。 

 だから、私はぜひこういう区独自でしている部分についても町として何らかの権限を委嘱

して、何らかの権限を与えることができないのかなあと。それが臨機応変にやっていく部分

でもありますし、例えば平日の昼間で役所があいてる、保健所に連絡をとれば職員が来れる

という状況だったらいいです。しかし、流出したときが土曜日だった、深夜だったり、日曜

日だったという場合にはなかなかこの公的部分にしては対応できないんです。しかし、公害

対策委員として行ったとしても権限がありませんので、例えば排水溝を見せてくださいと言

っても、その工場が見せないと言えば見せなくていいんです。だから、私は何らかのそこに

権限を与えてもらえないかなというふうに思っておりますけども、町執行部のお考えはどう

でしょうか。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。 
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○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 今の件でございますけども、確かに７区のほうで公害対策委員会ということで活動してい

ただいています。こちらに何らかの権限を与えることはできないかということですが、これ

はなかなか難しいかと思います。それで、もし事案等がございましたら直ちに役場、そして

役場のほうから県の機関等にも連絡をとって、一緒に立ち会い等もやっていきたいと思って

おりますので、そういうことでよろしくお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 こういうふうに委員会の会則までつくってしなければならなくなったというのは、やっぱ

り廃液が出てくるとか、油が漏れるとか、それが田んぼに入るとか、そういう事象があって

から、どうしても調査をしなければならないと。昔はその流れてきている井手の土とか個人

的に言ってたんです。しかし、個人的に言ってたとしてもやっぱりそういう工場とか事業所

とかガソリンスタンドが対応しないというところで、きちっとして区として委員会をつくろ

うというところでこれできているんです。だから、そういう中で今日まで活動する中でどう

にか平常時の場合は対応してもらっていると。ちゃんと排水施設についても点検もさせても

らっている。 

 しかし、そこの工場、事業所からもし廃液なんかが出たときには、多分その工場について

は入場は拒否すると思うんです、見せたくないというのが。そして、内部的に処理したいと、

早くしたいというふうに流されるのかなと私は思うんです。で、そういう意味では、ぜひ今

から先綿密に連絡をとり合うというのは当然ですけども、何らかの権限を与えてもらえない

のかなあと思っております。全員じゃなくていいんです、委員長に、１人でも結構ですので。 

 それから、今公害対策委員として制服制帽、腕章もこれは７区のほうで予算を組んでつく

ってもらっているんです。というのは、普通の農作業で行ったとしても相手しないんです、

業者というのは、工場とかは。だから、何かこうして全体で視察をする、何をするというと

きにはやっぱりきちっとして公害対策委員という腕章をはめて全員でしているわけです。こ

れは７区の今言いましたけども、区の予算としてしているわけです。なかなか区も予算がな

いというふうなことも言われておりますけども、こういう活動に対して何らかの補助ができ

ないのかなと。できれば、今言いました制服制帽、腕章等の町からの対応といいますか、そ
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ういうことができないのかなと。今まで任期３年で、ずっと使い回して着ているというのが

実情でもあります。こういうところの地域活動を育てるという意識をやっぱり持たなければ

ならないというふうにも思いますけども、この件、急にどのようにしてくれといっても難し

い面があるかもしれませんけども、基本的な考え方でも結構ですのでお聞かせください。 

○議長（酒井恵明君） 

 農林環境課長。 

○農林環境課長（吉浦茂樹君）（登壇） 

 ただいまの件でございますけども、基山町としても財政が厳しい折に区で活動していただ

いてることに対しては本当にありがたく思っておりますが、簡単に補助っていうのはできな

いかと思います。今、議員おっしゃった公害対策委員会、そのほかにもほかの区で例えば防

犯パトロールとかそういう活動でも制服をつくってやっていただいてるようです。これにつ

いては、なかなか今の段階では難しいということで終わらせていただきたいと思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君）（登壇） 

 ぜひ、今から先予算の関係もあっていろんな活動もあってできないという部分もありまし

ょうけども、何らかの対応をしていただきたいなと思っております。 

 それから、これはもう皆さん御存じだろうと思います。５月27日に光化学スモッグの注意

報が発令されたという部分で、今後ますます発生するだろうと思うんです。この場で例えば

それがどういう原因なんだというところを追求しようとは思ってません。いろんな要素があ

るだろうと思いますし、特に今、中国大陸からの要因があるというふうなことも言われてお

りますので、この場でそれについては質問いたしませんけども、問題は発生したときの対処

方法がやっぱりどうなのかと、マニュアルがあったのかなというのもあります。 

 今回、新聞によれば、一部これクラブじゃないんですけども、スポーツを続けられたと。

室内に入ってほしいというふうな要望をしたけども、一部続けられたと、そういう団体があ

ったというふうなことが述べられております。ぜひこういうことが、やっぱり子供に影響と

いうのがあるということで、子供ちゅうか人間に影響があるということで発令されていると

思うんです。そういった意味では広報活動を含めてから、この注意報が出てる場合のやっぱ

りマニュアルじゃないんですけども、これについてはきちっとしていただきたいなと思って
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おります。 

 私も今回少し勉強させていただきまして、なかなかまだわからない面もありますけども、

町長が述べられておりますように、基山町を本当に住みよくするためには、みんなの知恵を

出し合って、そしてお互い協力し合って、そしてやっていこうという部分では本当まちづく

り基本条例にかかわる部分にしてもたくさんの意見を聞くと。で、町民会議を開いたり何か

会議を開いたからいいんじゃなくて、できれば足を運んでいただきたいと。障害者の方、老

人クラブの方、その方が会議に来れないならば、こちらのほうから会議に行ってでも意見を

聞くというふうなこともしながら十分やっていただきたいというふうに思います。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（酒井恵明君） 

 以上で重松一徳議員の一般質問を終わります。 

 これで今定例会の一般質問はすべて終了いたしました。 

 本日の会議は、これをもって散会といたします。 

～午後３時10分 散会～ 


